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                         午後２時33分 閉会 
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４．委員以外の出席議員  議  長     藤井本   浩 

             議  員     川 村 優 子 

               〃       谷 原 一 安 

 

５．委員会条例第19条の規定により、説明のため出席した者の職氏名 

             市  長     阿 古 和 彦 

             副 市 長     松 山 善 之 

             企画部長     飯 島 要 介 

             企画政策課長   高 垣 倫 浩 

               〃  補佐  吉 田 和 裕 

             人事課長     前 村 芳 安 

               〃  補佐  中 井 智 恵 

             総務部長     吉 村 雅 央 

             総務財政課長   内 蔵   清 

               〃  補佐  中   文 子 

               〃  補佐  西 川   修 

             税務課長     米 田 匡 勝 

               〃  補佐  椿 本 真 司 

             収納促進課長   和 田 善 弘 
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             生活安全課長   竹 本 淳 逸 

               〃  補佐  村 田 真 也 

               〃  補佐  植 田 和 明 

             産業観光部長   池 原 博 文 

             農林課長     芝   浩 文 

               〃  補佐  葛 本 章 子 

               〃  補佐  屋 根 良 宣 

             商工観光課長   吉 田 賢 二 

             都市整備部長   増 井 良 之 

             建設課長     松 本 秀 樹 

               〃  補佐  石 橋 和 佳 

               〃  補佐  奥 田 雅 彦 

               〃  補佐  西 川 直 孝 

             都市計画課長   安 川 博 敏 

 

６．職務のため出席した者の職氏名 

             事務局長     中 井 孝 明 

             書  記     吉 村 浩 尚 

               〃       髙 松 和 弘 

               〃       山 岡   晋 

 

７．付 議 事 件（付託議案の審査） 

 議第１号 葛城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正することについて 

 議第２号 葛城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正することについて 

 議第３号 葛城市税条例の一部を改正することについて 

 議第10号 平成30年度葛城市一般会計補正予算（第６号）の議決について 

 

調 査 案 件（所管事項の調査） 

（１）尺土駅前周辺整備事業に関する事項について 

（２）国鉄・坊城線整備事業に関する事項について 

（３）行財政改革に関する事項について 

（４）公共バスの運行について 
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      開 会 午前９時３０分 

増田委員長 ただいまの出席委員は８名で、定足数に達しておりますので、これより総務建設常任委

員会を開会いたします。 

 皆さん、おはようございます。昨日、一昨日と一般質問を終えまして、本日、連日でござ

いますけれども、総務建設常任委員会を開催させていただきます。早朝よりご参集を賜りま

して、ご苦労さまでございます。重要な案件、提案していただいてございますので、慎重な

るご審議、よろしくお願い申し上げておきます。 

 委員外議員の出席がございます。川村議員、谷原議員でございます。 

 発言される場合は、必ず挙手をいただき、指名をいたしますので、マイクの発言ボタンを

押してからご起立をいただき、必ずマイクを近づけてからご発言されるようお願いを申し上

げます。 

 それでは、ただいまより本委員会に付託されました付議事件の議事に入ります。 

 まず初めに、議第１号、葛城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正するこ

とについてを議題といたします。本案につき、提案者の内容説明を求めます。 

 飯島企画部長。 

飯島企画部長 おはようございます。企画部長の飯島でございます。 

 それでは、議第１号、葛城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正すること

につきまして、改正理由及び主な改正内容について説明申し上げます。 

 初めに、改正理由でございます。長時間労働是正のための措置といたしまして、民間労働

法制におきまして、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律によりまして、

時間外労働の上限規制等が導入されまして、国家公務員におきましても超過勤務命令を行う

ことができる上限を人事院規則で定めるため、平成31年４月より適用すべく人事院規則の改

正が行われます。それに伴いまして、地方公務員におきましても国家公務員の措置等を踏ま

えまして、超過勤務命令を行うことができる所要の措置を講ずる必要がございますので、本

条例を改正するものでございます。 

 続きまして、主な改正内容でございます。お配りの横紙の資料、新旧対照表の３ページを

ごらんください。第８条第２項の次に第３項といたしまして、前項に規定するもののほか、

同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は規則で定めると

新たに定めるものでございます。なお、規則の内容につきましては、別途規定する予定でご

ざいますが、現在、想定しているものといたしましては、人事院規則の規定に準じた内容と

なってございまして、時間外勤務命令の上限時間を１カ月について45時間、かつ１年につい

て360時間とするものでございます。 

 ただし、他律的業務として、業務量、業務の実施時期、その他業務の遂行に関する事項を

みずから決定することが困難な業務の比重が高い部署として、市長が指定するものに勤務す

る職員におきましては、１カ月について100時間未満、かつ１年について720時間。また、特

例業務として、災害対応に従事する職員に対しまして、上限時間を超えても超過勤務を命ず

る必要がある場合には、上限時間の規定は適用しないとすることを今、想定してございます。 
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 最後に、お手元の資料の10ページをごらんください。 

 施行日でございますが、平成31年４月１日でございます。 

 以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

増田委員長 ただいま説明願いました本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

増田委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 議員間討議を希望される方はおられますか。 

（「なし」の声あり） 

増田委員長 ないようであれば、これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

増田委員長 討論ないようですので、討論を終結いたします。 

 これより議第１号議案を採決いたします。 

 本案を原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

増田委員長 ご異議なしと認めます。よって、議第１号は原案どおり可決することに決定をいたしま

した。 

 次に、議第２号、葛城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正することについてを議題といたします。 

 本案につき、提案者の内容説明を求めます。 

 池原産業観光部長。 

池原産業観光部長 おはようございます。産業観光部の池原でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 それでは、議第２号、葛城市特別職の職員である非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例について、改正理由及び改正内容についてご説明をさせていた

だきたいと思います。 

 まず初めに、改正理由でございます。今回の改正は、農業委員及び農地最適化利用推進委

員の業務量の増加に伴い、従来の報酬額に上乗せする能率給を、農地利用の最適化に係る活

動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で市長が定める額を支払えるよ

う、葛城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に規定されている

報酬額を改定しようとするものでございます。 

 それでは、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。これはこの条例第１条の２、特

別職の職員の報酬の額は別表のとおりとするの別表の４番の農業委員会の委員、５番の農地

利用最適化推進委員の報酬額、会長が月額３万4,000円、その他委員が２万7,000円、農地利

用最適化推進委員２万7,000円に、会長であれば基本給月額３万4,000円、能率給農地利用の

最適化に係る活動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で市長が定める
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額に改正するものでございます。その他の委員、農地利用最適化推進委員にも、能率給の文

言を加え改正するものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は平成31年４月１日から施行するとさせていただいており

ます。 

 続きまして、内容でございます。お手元に農業委員会の報酬加算という資料をお配りさせ

ていただいておりますけれども、それをごらんいただきたいと思います。 

 これは平成28年に改正農業委員会法が施行されまして、従来の農地売買・賃借・転用に係

る審議、判断に加えまして、担い手の農地集積・集約、遊休農地の発生防止・解消が必須業

務と位置づけられたことによりまして、平成28年３月29日付で規定されました農地利用最適

化交付金事業実施要項に基づき行った、これらの活動に対して支払うものでございます。ま

た、この交付金事業の拡充が農政局の方から指示をされたものでございます。農地利用最適

化交付金を財源といたしまして、農業委員会の委員等の活動実績に応じて報酬を加算するも

のでございます。 

 加算の算定方法につきまして、活動実績に応じた交付金、成果実績に応じた交付金の２本

立てとなっております。 

 まず、活動実績に応じた交付金の内容についてでございますが、農地集積・集約化の推進

活動や遊休農地の発生防止・解消活動等について、一月の基準額が１人6,000円となってお

ります。これは各委員が農家の戸別訪問等を行い、その活動実績に応じて交付金を請求する

ということを検討しております。これまでは農家からの相談への対応が主な活動となってお

りましたが、改正法の趣旨を実践するため、委員から働きかけ、その実績をもとに個々の増

加した業務量に対して交付金を請求し、その報酬を加算するものでございます。 

 加算額の具体的な算出方法につきましては、毎月各委員から提出されます活動記録から月

ごとの活動実績時間を集計いたします。１日の実績につき上限額6,000円の交付が妥当であ

るとの奈良県の見解も伺いまして、合計時間が８時間、これは１日を８時間の活動といたし

まして、これ以上の活動があれば一月月平均上限額6,000円を基本額に加算するというもの

でございます。 

 次に、成果実績に応じた交付金についてでございます。この成果実績に応じた交付金につ

きましては、農業委員会全体で担い手の農地集積に関しての成果と遊休農地の発生防止・解

消の成果の２点について、それぞれ別の算出法を加算額と算出いたします。 

 それでは、資料１ページの下の６行目の成果に応じた交付金のところでございます。 

 農業委員数等に基準額１万4,000円を乗じた数字に12カ月を掛け合わせた金額を、評価点

を９で除した数字をもって算出いたします。この中で評価点については、担い手の農地集積

最大13点、遊休農地の発生防止・解消最大13点、その合計が評価点とさせていただいており

ます。 

 まず、担い手の農地集積の評価方法でございますが、資料３ページの別添第３関係という

ところでございます。 

 葛城市におきましては、平成25年度から平成29年度までに農地集積率が90％以上になった
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ことはございませんので、２の表により、農業委員会の活動による農地集積面積について、

単年度集積基準面積に対する達成度を評価いたします。平成30年度の国からの設定された目

標面積は4.9ヘクタールであります。今年度の集計はまだ完成できておりませんが、およそ

目標面積に達しておりまして、これをこの表に当てはめてみますと、ウまたエの達成度が

110％または100％となりまして、担い手の農地集積の評価点が９点または７点となります。 

 次に、有休農地の発生防止解消の評価方法でございます。これは資料の次のページ、４ペ

ージを見ていただきたいと思います。 

 資料４ページに、２、遊休農地の発生防止・解消とあります。以下の表によりまして評価

点を算出いたします。葛城市におきましては、平成27年度から平成29年度までに有休農地率

が１％となったことのある市町村の農業委員会に該当しております。葛城市の遊休農地率は、

平成29年度には0.23％でありましたが、平成30年度は1.4％となる見込みであります。表中

の１のイ、事業実施年度の当年における遊休農地率が１％以下にあった市町村の農業委員会

に該当しないため、遊休農地の発生防止・解消の評価点といたしましてはゼロ点となります。 

 この結果を平成30年度に当てはめてみますと、担い手の農地集積が９点または７点、遊休

農地の発生防止・解消ゼロ点の合計９点または７点となります。 

 資料１ページの数式に当てはめてみますと、一番最後のところでございますが、評価点９

点の場合は資料にありますとおり、23名掛ける１万4,000円が基準額となっておりますが、

掛ける12カ月掛ける評価点は、９割る９で１となり386万4,000円となります。なお、平成31

年２月12日に、報酬審議会の方にも諮問をさせていただいておるものでございます。 

 以上でご説明の方を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

増田委員長 ただいま説明願いました本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 岡本委員。 

岡本委員 今、説明をしてもうたわけやけど、要は、農業委員さんが今までいろんな相談を受けて対

応してた。それが農業委員さんみずから出向いていって遊休農地の解消に努めていくと、こ

ういう趣旨であるとは思うわけやけども、実際活動する中で農業委員さんみずから足を運ん

でいって、でけんことはないやろうけども、事務局として、こんなん言うたら怒られるかわ

からんけど、ほんまに活動したはるのかどうかいう判断をせなあかんわけやろう。そういう

ことやなしに、6,000円と１万4,000円とプラスしますよと。そうして一生懸命働いてくださ

いよというのが目的か。実際に今、草ぼうぼうと生えたるわけやんな。なかなか農業委員さ

んに言うても、言うていきにくいとか。だから、我々やったら役所へお願いをして、何とか

草刈りしてよとお願いするわけやん。そういうようなことがだんだん減っていくと。今まで

以上にそういう草ぼうぼう生えた土地が減っていくという解釈になっていくのか。その点、

ちょっともう一遍ようわからんので、教えてほしいと思います。 

増田委員長 池原産業観光部長。 

池原産業観光部長 ただいまの岡本委員さんのご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 確かに、現在、今まで農業委員さんの当の業務につきましては、農業者から相談があった
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ときに、向こう側から農業委員さんの方に出向いた中でのご相談という形であったんですけ

れども、今回、先ほどご説明させていただいたように、農地の集積等が重要な課題という中

で、遊休農地また保全農地が出ている農地につきまして、地区の農業委員さんみずからが働

きかけて、その農地自体を集積化に向けた中でやっていただくという自体が大きな目的とな

っており、その活動につきましては作業日報等でも確認はさせていただきますけれども、や

はり成果といたましては、農地中間管理、また流動化、また農地の賃貸借自体に向けていけ

るような努力を図っていただくというのが大きな改正点という形で考えております。 

 以上でございます。 

増田委員長 岡本委員。 

岡本委員 改正点はようわかりますねん。具体的にどんな仕事をするねんという。それと、基本給２

万7,000円、基本給はあるわけやんか。それプラスこういう活動をしてもらうことによって

6,000円、１万4,000円プラスされるわけやろ。２万円なら２万円プラスされるわけや。そん

だけの仕事をしてもらうということでプラスになっていくわけやろ。そやから、今、言うて

るように具体的に、例えば、そんな草生えたるとことか、そういうようなことについては遊

休農地やから、農業委員さんみずから行って、「岡本、こないしたらあかん」と。例えば、

農業委員会へ届け出て、農地の流動化やないけどやな、そういうようなことをやっていきま

すよと。そうすることによって遊休農地が減っていきますよと。具体的な仕事をどうやって

聞いとるわけや。 

増田委員長 池原産業観光部長。 

池原産業観光部長 ただいま言われましたように、今まで出向いて、だから、遊休農地、草等が生え

ているところについては、農業委員さんみずから出向いていただて、草刈る、また誰かに貸

すという形の働きかけをしていただくという形でございます。ですから、今までもやってい

ただいてますけど、それをより拡充させていくという捉え方。ですから、その農地自体を自

分でつくれないなら誰かにつくっていただくような賃貸借を働きかけていくとか、そういう

形を重きに置いた中で動いていただく予定をしております。 

増田委員長 ほかにございませんか。 

 松林副委員長。 

松林副委員長 評価点方式ということで、具体的にはどういう基準で評価されるのか。自己申告で日

報を上げられたその時間とかそういうようなものを算出されて、この評価点というそういう

部分が評価されるのか、具体的にその部分をちょっとお教えください。 

増田委員長 芝農林課長。 

芝 農林課長 農林課の芝でございます。よろしくお願いいたします。 

 評価点に関しましては、農地の集積率、それと遊休農地の解消、これの２点に関しまして

評価点というのが定められております。活動実績に対する交付金に関しましては、そういっ

た各委員さんから活動記録を毎回出していただいております。その中で、今回から考えてい

ますのは細かく何時から何時までどの方とこういう交渉をしたというふうなことを記載して

いただくようなふうには持っていくようには考えております。 
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 以上でございます。 

増田委員長 松林副委員長。 

松林副委員長 農地の面積集積率と、そして、その中で活動をする時間の割合、ここらのところで変

わってくるという、そういうことでよろしいんでしょうか。 

増田委員長 ほかにございませんか。 

 西井委員。 

西井委員 農業委員会で、今までから遊休農地削減のために、またいろいろ仕事もしてやってもうて

んのやけど、その遊休農地とかを、結局より踏み込んだ形でお仕事してもらうと。だから、

今までは、その遊休農地削減のためには報酬の中でやってもうてた。それが国から補助金い

うか、交付金も含めて出てくるんやったら、それを活用してより遊休農地減らし、また農地

の適正化ということを働いてもらうための報酬を出すいう意味の解釈でよろしいんですか。 

増田委員長 芝課長。 

芝 農林課長 農林課の芝でございます。よろしくお願いいたします。 

 今までは、農業委員の業務といたしましては、転用とかの審査業務いうのがあったんです

けども、今回はその担い手の農地の集積・集約、それと遊休農地の発生防止の解消、これが

必須業務というふうに位置づけられましたので、これに対する報酬ということで、今回改正

をさせていただいとるところでございます。 

 以上でございます。 

増田委員長 西井委員。 

西井委員 結局、必須やけど、今まで必須でのうてもやってたやつを、報酬を出すいうことやろ。当

然、本来は、今までは自主的にやってもうてたやつを、今の制度からいったら出させてもら

うというのが国から決められたということで、そんでよろしいですね。はい、わかりました。 

増田委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

増田委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 議員間討議を希望される方はいますか。 

（「なし」の声あり） 

増田委員長 ないようであれば、これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

増田委員長 討論ないようですので、討論を終結いたします。 

 これより議第２号議案を採決いたします。 

 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

増田委員長 ご異議なしと認めます。よって、議第２号は原案どおり可決することに決定をいたしま

した。 

 次に、議第３号、葛城市税条例の一部を改正することについてを議題といたします。 
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 本案につき、提案者の内容説明を求めます。 

 吉村総務部長。 

吉村総務部長 皆さん、おはようございます。総務部の吉村でございます。どうぞよろしくお願いを

いたします。 

 ただいま上程になっております議第３号、葛城市税条例の一部を改正することにつきまし

てご説明をさせていただきたいと思います。 

 今回の葛城市税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法等の改正に伴いまし

て所要の改正を行うものでございます。改正内容につきましては、固定資産税に係る改正で

ございます。 

 それでは、お手元にお配りをさせていただいております新旧対照表という資料がございま

すので、それを用いましてご説明させていただきたいと思います。 

 この表の左側が改正前、すなわち旧でございまして、右側が改正後、新というふうなまと

め方をさせていただいておりまして、赤色のアンダーラインの部分が改正部分というふうな

まとめ方をさせていただいております。 

 今回の改正の内容でございますけども、葛城市税条例附則第10条の２というものがござい

ます。こちらは、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例というものを市町村

の条例で定めるということになっておる部分を、１つ１つ定めておる条でございます。 

 ２ページ目をごらんいただきたいと思います。今回、法律改正に合わせた改正ということ

でございまして、地方税法附則第15条第43項というものが削除され、それぞれ１項ずつ繰り

上がったということで、今回の税条例の改正ということになってございます。法附則第15条

第43項に何が規定されていたのかというところでございますけども、中小企業等経営強化法

という法律による固定資産税、特に、特にといいますか、償却資産に係ります課税標準の特

例について規定をしておったものでございます。葛城市におきましても若干名の該当があっ

た特例でございますが、これが地方税法によりまして廃止をされたということでございます。 

 なお、３ページの附則でございますけども、施行期日は平成31年の４月１日からとし、第

２条では経過措置といたしまして、今回廃止されます措置における固定資産税の課税標準の

特例について、もともとこの取得後３年間、固定資産の課税標準の特例が適用されているも

のでございますので、その経過措置として、その取得後３年間につきましては、なお、従前

の例によるというような旨の規定をするものでございます。 

 以上で、簡単ではございますけども、内容の説明を終わらせていただきます。よろしくご

審議賜りますようお願い申し上げます。 

増田委員長 ただいま説明願いました本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 松林副委員長。 

松林副委員長 中小企業の設備投資に対する支援策であろうかと思いますけれども、これで固定資産

税が免除されるという、そういう施策であったと思うんですけれども、この葛城市において、

この施策で何社ほどこの設備投資、この施策を受けてどの程度の効果があったのか、ちょっ
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とお教えください。 

 米田課長。 

米田税務課長 税務課の米田でございます。よろしくお願いいたします。 

 ただいまの松林委員の質問にお答えさせていただきます。 

 ただいまの規定の対象となっております市内の会社につきましては、約８社程度ございま

して、金額に直させていただきますと120万円相当が特例により減収となったところでござ

います。 

 以上でございます。 

松林副委員長 ありがとうございます。 

増田委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

増田委員長 質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

 議員間討議を希望される方はおられますか。 

（「なし」の声あり） 

増田委員長 ないようであれば、これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

増田委員長 討論ないようですので、討論を終結いたします。 

 これより議第３号議案を採決いたします。 

 本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

増田委員長 ご異議なしと認めます。よって、議第３号は原案どおり可決することに決定をいたしま

した。 

 次に、議第10号、平成30年度葛城市一般会計補正予算（第６号）の議決についてを議題と

いたします。なお、本案につきましては分割付託をされておりますので、本委員会の関係部

分につき、提案者の内容説明を求めます。 

 吉村総務部長。 

吉村総務部長 総務部の吉村でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいま上程になっております議第10号、平成30年度葛城市一般会計補正予算

（第６号）につきましてご説明を申し上げたいと思います。 

 まず初めに、補正予算書の１ページをごらんいただきたいと思います。 

 平成30年度葛城市一般会計補正予算（第６号）でございますが、まず、第１条におきまし

て、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３億5,252万4,000円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ147億9,474万7,000円といたすものでございます。 

 続く第２条におきましては、繰越明許費を設定いたしておるところでございます。 

 また、第３条におきましては、地方債補正ということをお願いするものでございます。 

 なお、この補正予算につきましては、先ほど委員長のご案内にもありましたように分割付
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託をされておりますので、当常任委員会に付託されております部分につきましてご説明を申

し上げたいと思います。 

 それでは、補正予算書の６ページをごらんください。 

 第２表の繰越明許費でございます。全19事業のうち、総務建設常任委員会に係る事業とい

たしまして、上から２款総務費では、会計年度任用職員制度対応例規整備支援事業、それか

ら、道路管理事業、１つ衛生費を飛ばしまして、５款農林商工費でございますけども、農畜

産物処理加工施設駐車場整備事業から商工費のプレミアムつき商品券事業までの６事業、そ

れから、６款土木費では、市道維持管理事業からずっと下に行っていただきまして、都市計

画費の公園施設長寿命化対策支援事業までの８事業、それから、９款災害復旧費におきまし

て、農業災害復旧事業が本委員会の対象となってございます。 

 次に、７ページをごらんいただきたいと思います。 

 第３表、地方債補正でございます。まず、起債の目的欄、一番左の列でございます。地域

循環型社会形成推進事業では、補正後の限度額を3,920万円に、それから、団体営土地改良

事業では２億4,600万円、社会資本整備総合交付金事業では２億680万円、小学校施設整備事

業では500万円、それから、臨時財政対策といたしまして５億790万円にそれぞれ変更するも

ので、以上の５事業におきまして総額が10億490万円となりまして、補正前よりも5,330万円

の減額となるものでございます。 

 次に、補正予算書の13ページをお開き願いたいと思います。 

 まず初めに、歳出の事項別明細書でご説明をさせていただきます。 

 １款議会費、１項議会費、１目議会費でございます。補正額は200万円の減額で、旅費等

の補正でございます。 

 次に、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費でございます。補正額は184万1,000

円の追加でございまして、主な内容につきましては、19節負担金補助及び交付金で、退職手

当特別負担金などの追加でございます。 

 次に、８目自治振興費でございます。補正額は152万5,000円の減額で、14節使用料及び賃

借料におきまして、防犯カメラシステムの賃借料の補正でございます。 

 次に、９目企画費でございます。補正額は1,600万円の減額で、13節委託料におきまして、

業務改革モデルプロジェクト業務委託料の減額補正でございます。 

 次に、11目防災行政無線管理費でございます。補正額は508万7,000円の減額で、主な内容

といたしましては、18節備品購入費などの減額補正ということになってございます。 

 次に、12目地方創生推進交付金事業でございます。補正額は218万円の減額で、13節委託

料におきまして、市内の空き家対策等委託料の減額でございます。 

 次に、飛びますが、17ページに移っていただきたいと思います。 

 17ページの中段でございます。５款農林商工費、１項農業費、１目農業委員会費でござい

ます。補正額は64万8,000円の減額で、13節委託料におきまして、農地情報公開システム地

図更新委託料の減額でございます。 

 次に、２目農業総務費でございます。補正額は34万4,000円の減額で、８節報償費の減額
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補正となってございます。 

 次に、３目農業振興費でございます。補正額は1,124万4,000円の追加でございます。主な

内容といたしましては、19節負担金補助及び交付金におきまして、国の２次補正によります

追加ということで、担い手確保・経営強化支援事業補助金といたしまして1,389万円の追加

補正などでございます。 

 次に、９目有線放送維持管理費でございます。補正額は148万3,000円の減額で、14節使用

料及び賃借料の中の電柱強化料の減額でございます。 

 次に、10目団体営土地改良事業費でございます。補正額は269万2,000円の追加で、主な内

容といたしましては、19節負担金補助及び交付金で、県営ため池整備事業負担金の追加とい

うことでございます。こちらも国の２次補正によりまして、県の事業費が増加した部分に対

しての負担金ということでございます。 

 ページ変わりまして、18ページでございます。５款農林商工費、３項商工費、２目観光費

でございます。補正額は1,650万円の減額で、主な内容といたしましては、15節工事請負費

で1,350万円の減額ということでございます。 

 それから、次に、４目、新しくできた目でございます。プレミアムつき商品券事業費とい

たしまして、こちらも国の２次補正に係る新規事業でございまして、内容は13節委託料で、

プレミアムつき商品券のシステム構築の委託料ということで、300万円の追加補正でござい

ます。 

 次に、６款土木費、２目道路橋りょう費、３目尺土駅前周辺整備事業費でございます。補

正額は8,106万2,000円の減額で、主な内容といたしましては、17節公有財産購入費で3,326

万円の減額補正と、事業の確定による減額補正ということでございます。 

 次に、４目国鉄・坊城線整備事業費でございます。補正額は337万円の減額で、主な内容

といたしましては、13節委託料で工事委託料の減額が238万9,000円ということになってござ

います。 

 次に、５目の社会資本道路改良交付金事業費でございます。補正額は2,716万円の減額で、

主な内容といたしましては、15節工事請負費で1,590万円の減額などでございます。 

 それから、19ページに移っていただきまして、６款土木費、４項都市計画費、それから、

１目の都市計画総務費でございます。補正額は494万4,000円の減額で、主な内容といたしま

しては13節委託料、この中の緑の基本計画策定業務委託料で318万円の減額などでございま

す。 

 次に、３目の公園管理費でございます。補正額は1,802万8,000円の減額でございまして、

主な内容といたしましては、15節工事請負費の減額でございます。 

 次に、４目の吸収源対策公園緑地事業費でございます。補正額は2,746万4,000円の減額で

ございまして、主な内容といたしましては、工事請負費で2,518万8,000円の減額などでござ

います。 

 それから、最後に、21ページをお開き願いたいと思います。 

 一番下の段でございます。10款公債費、１項公債費、２目利子というところでございます。
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補正額は1,900万円の減額で、利子償還に係る減額の補正ということになってございます。 

 次に、歳入に移らせていただきたいと思います。 

 事項別明細書８ページをごらんいただきたいと思います。それでは、順に説明をさせてい

ただきます。 

 まず、１番上から、１款市税、２項固定資産税、１目固定資産税でございます。補正額が

2,600万円の追加で、土地及び償却資産に係る補正でございます。 

 次に、３項軽自動車税、１目軽自動車税でございますが、補正額が300万円の追加補正で

ございます。 

 次に、９款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交付税でございますけども、補正額が

１億5,835万6,000円ということで、普通地方交付税に係る追加補正でございます。 

 それから、次に、９ページをごらんいただきたいと思います。 

 ９ページの中ほどにございます13款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金

でございます。補正額は1,709万円の減額で、主な内容といたしましては、先ほど歳出で説

明をいたしました業務改革モデルプロジェクト業務に係る事業が1,600万円の減額でござい

まして、10分の10の国庫補助も同様に1,600万円の減額ということでございます。 

 次に、２つ飛びまして、４目の農林商工費国庫補助金でございます。補正額が150万円の

減額で、主な内容といたしましては、訪日外国人旅行者受け入れ環境整備事業補助金で450

万円の減額と。それと、あと、プレミアムつき商品券事務費補助金が新たに国の２次補正で

追加をされた部分で、300万円の追加というものでございます。 

 次に、５目土木費国庫補助金でございます。補正額は9,589万9,000円の減額でございまし

て、主な内容といたしましては、尺土駅前周辺整備事業補助金等の減額によります補正でご

ざいます。 

 それから、10ページに移っていただきまして、一番下の段でございます。14款県支出金、

２項県補助金の４目農林商工費県補助金でございます。補正額は593万7,000円の追加で、主

な内容といたしましては、歳出でもご説明いたしました国の２次補正によります追加の担い

手確保・経営強化支援事業補助金といたしまして、1,389万円の追加でございます。 

 それから、次に、ページ移っていただきまして11ページでございます。 

 15款財産収入、２項財産売り払い収入、１目物品売り払い収入のうち、説明欄の２行目、

防災行政無線受信機売り払い代金で減額の538万1,000円の補正でございます。 

 次に、17款繰入金、１項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金では、５億2,566万4,000円

の減額補正でございます。 

 次に、地域振興基金繰入金でございますが、補正額が50万円の減額補正でございます。 

 次に、繰越金、18款繰越金、１項繰越金、１目繰越金でございますけども、補正額が

3,417万7,000円の追加補正でございます。 

 それから、12ぺージに移っていただきまして、19款諸収入、３項雑入、３目過年度収入で

ございます。補正額が1,166万円の追加補正となってございますけども、当委員会に所管い

たします部分といたしましては、このうち165万円の追加補正でございます。その内容につ
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きましては、尺土池貯留浸透事業の過年度実施した部分の県補助金が165万円ということで

ございます。 

 それから、４目雑入でございますが、補正額が7,350万2,000円の追加補正でございます。

このうち当委員会所管分といたしまして、7,218万3,000円の追加でございまして、主な内容

といたしましては、道の駅周辺工事等３件の約款どおりに伴います賠償請求をした金額を入

で計上しておるものでございます。 

 次に、20款市債、１項市債、２目の衛生債でございます。補正額が40万円の減額で、スト

ックヤード施設整備事業債の補正でございます。 

 次に、３目農林商工費では、補正額が1,260万円の追加でございまして、県営ため池整備

事業の追加に伴う増額補正ということでございます。 

 次に、土木費でございます。補正額が4,220万円の減額となっておりまして、主な内容と

いたしましては尺土駅前周辺整備事業債でございます。こちらは歳出に合わせた減額の補正

ということでございます。 

 次に、５目の教育債でございますけども、1,720万円の減額ということで、学校教育施設

等整備事業債の減額でございます。 

 最後に、７目臨時財政対策債でございます。補正額が610万円の減額でございまして、臨

時財政対策債の確定に伴います減額ということでございます。 

 以上、本補正予算につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りま

すようお願い申し上げます。 

増田委員長 ただいまご説明いただきました本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 杉本委員。 

杉本委員 よろしくお願いします。 

 18ページ、農林商工費の15節の工事請負費1,350万円の減額について、ちょっと詳しく教

えていただきたいです。 

増田委員長 吉田課長。 

吉田商工観光課長 商工観光課、吉田です。よろしくお願いします。 

 この工事費につきましては、訪日外国人旅行者受け入れ環境整備事業の工事で、トイレ洋

式化をするものですが、その前に行った測量設計の結果、当初予算の設計を大幅に変更する

必要があり、工事費が大幅に増加することになりました。また、国への補助金申請の中で、

当初６カ所のトイレ洋式化を申請しておりましたが、訪日外国人旅行者受け入れ環境整備の

基準に満たないとして、２カ所のトイレが補助の対象外となったこともあり、新たに平成31

年度で補助の申請をするために、工事請負費1,350万円を減額するものです。そして、それ

に伴い、国庫補助金３分の１の450万円、県補助金３分の１の450万円を減額するものです。 

 以上でございます。 

増田委員長 杉本委員。 

杉本委員 ちょっとわからないんですけど、大幅に値段が変わったというのは何が原因やったんでし
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ょうかね。 

増田委員長 吉田課長。 

吉田商工観光課長 商工観光課、吉田です。 

 その内容につきましては、トイレ洋式化を計画しているトイレの建物にアスベストが使わ

れていることが測量設計の結果判明しました。通常の使用ではアスベストが飛散することは

ありませんが、改修工事では飛散の防止対策を厳重にする必要があるため、工事費用が増加

することになりました。また、訪日外国人旅行者受け入れ環境整備のためのトイレ洋式化で

あるため、個室面積を広くする必要がありますが、そのために便器の数を減らすことは、観

光客の利便性を低下させるため、設計変更をして個室を広げ、その他のスペースを調整する

必要があり、そのため内装工事のための費用が大幅に増加することになりました。 

 以上でございます。 

増田委員長 杉本委員。 

杉本委員 ちょっと私、気になって、いろいろ知り合いの方に聞いたんですけど、改築とか解体をさ

れるとき、アスベストはもう頭に入れながら、皆さん、解体工事というのはやられるみたい

で、年代別とかそういう建物を見たら、アスベスト大体わかるから、それを踏まえてやるべ

きやというふうにちょっと知り合いから聞いたんですけども、そういうこともちゃんと調べ

て、予算ね、いろんなものを削って上げてもらっているんで、来年やっていただけるという

ことなんですけども、必要な市民サービスのところから削って出している予算なんで、ぜひ

できるだけ執行できるように前調べをよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

増田委員長 ほかにございませんか。 

 吉村委員。 

吉村優子委員 今の質問の関連でお聞きしますけれども、６カ所の対象で２カ所が対象外になったと

いう話ですけど、その対象外の理由をお聞かせいただけますか。 

増田委員長 吉田課長。 

吉田商工観光課長 商工観光課、吉田です。 

 まず、箇所の説明をさせていただきます。訪日外国人旅行者受け入れ環境整備事業の工事

で、トイレ洋式化の計画は、まず、相撲館「けはや座」のトイレ、綿弓塚のトイレ、そして、

笛吹神社のトイレ、當麻寺のトイレ、観光駐車場のトイレ、孝女伊麻遺跡広場のトイレの６

カ所で、そのうち、笛吹神社のトイレと孝女伊麻遺跡広場トイレの２カ所がこの基準に満た

ないとして対象外になりました。ということで、外国人の受け入れの関係ですので、外国人

がどれだけ行っているかというそういう基準で、その場所によっていろいろ判断するために、

當麻寺を中心として外国人の観光客が来てどれだけ流れるかとかその辺の審査で、基準に満

たないという国の方の判断がありました。 

 以上でございます。 

増田委員長 吉村委員。 

吉村優子委員 国の調査で、外国人は余り来ないだろうという判断でということになるわけですね。
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今後の市として、もっと広報を広めて来ますよというのはないわけですね。それはもう国の

基準でということでですか。 

増田委員長 吉田課長。 

吉田商工観光課長 商工観光課、吉田です。 

 国の基準で、外国人がどれだけ行っているかというそういう推計の中で決められました。

また、外国人の受け入れのために外国人の看板の整備とか、そういうのを続けてまして、そ

れに伴いインバウンドの増加分をいかに市内で消費していただくかとか、そういう対策の方

をしているところでございます。 

 以上でございます。 

吉村優子委員 言いっぱなしですけど、このままで何も施策はしないということに、これ、聞かれへ

んのやんね。 

増田委員長 池原部長。 

池原産業観光部長 産業観光部の池原でございます。 

 今回につきましては、笛吹神社、孝女伊麻さんのトイレというのは、国の方と、観光庁と

も協議した結果については今、言うた理由の中で除外はされたんですけれども、今後、この

トイレにつきましても、先ほど課長が言いましたようにインバウンド誘致は受けていく。ま

た、トイレにつきましても、今年度は国の事業のみやったんですけれども、来年度から県の

事業としても取り計らいをしていただけるような形になってきておりますので、国、県、両

方を協議しながら、うちとしてすべき洋式トイレについてはやっていきたいという形で、今

後また県の方でも、また国の方とも協議しながら進めてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

増田委員長 ほかにございませんか。 

 松林副委員長。 

松林副委員長 私は18ページの６款土木費、尺土駅前周辺整備事業、６款３目22節の補償、補てん及

び賠償金、これが減額になっておりますけれども、この内訳は何かちょっと教えていただけ

ますか。 

増田委員長 松本課長。 

松本建設課長 建設課の松本でございます。よろしくお願いします。 

 この補償、補てん及び賠償金と公有財産の購入費はセットもんでございまして、用地交渉

をさせていただいている中で、交渉させていただいた方、そして交渉でちょっと難航してい

るところというところで、執行残の部分を減額させていただいているというところでござい

ます。 

 以上です。 

増田委員長 松林副委員長。 

松林副委員長 要するに、これは今、立ち退きといいますんか、そこら辺の補償金というふうに捉え

ていいんでしょうかね。これはほんで何軒分ぐらいの補償費なのか。そして、なぜ減額にな

った、先ほど聞きましたけどね。そこら何軒分あるのか。そして、もっと深いところ、なぜ
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減額になったのか、そこをちょっと教えていただけますか、具体的にもう少し。 

増田委員長 松本課長。 

松本建設課長 建設課の松本でございます。 

 当初は２軒の方の予算を見ておったわけなんですが、そのうち１軒の方とは契約できたと

いうところで、その部分の執行をしております。前払いの執行をしております。それで、そ

のもう１軒の方の難航している分で、その分を減額補正とさせていただいているというとこ

ろでございます。 

 以上です。 

増田委員長 松林副委員長。 

松林副委員長 要するに、これは２軒の方の補償費ということで捉えてよろしいんでしょうね。１軒

は成立したけれども、あと一軒はなかなか進んでいないという。これは今後の見通しという

んか、余り前に進んでいないということですかね。こういう事業というんか、立ち退きの交

渉いいますんか、余り前に進んでいないとこのように難航している、進んでいないという、

このように捉えてよろしいんでしょうか。 

増田委員長 松本課長。 

松本建設課長 建設課の松本でございます。 

 実際のところ難航しているのは事実でございます。今後も、法的な措置も考えながら進め

ていきたいとは考えております。 

 以上です。 

増田委員長 下村委員。 

下村委員 ちょっと関連でということで、私の地元の私の近くの問題がいろいろありまして、うまい

ことなかなか地権者の方に理解を得られないということも私も全部わかっているんですけれ

ども、そういう内容は今のところはなかなか前向いて進むのは困難であるということはちょ

っとわかっているんですけれども、今回の今年ですね、平成31年度の予算ででも、工事請負

費を見てたら1,000万円ほどしか組んでないわけですよ。やる気があるのかなと。阿古市長

は前向きのということで、尺土駅前整備をぜひともやらないかんということは聞いてますけ

れども、予算的なことを見ていたら本当にやる気があるのか。そして、地権者の方にもっと

お願いといいますか、お話を持っていくべきではないかと私はちょっと思っているんですけ

れども、今年度のやり方というのをちょっと教えていただいたら結構やと思うんですけれど

も。 

増田委員長 増井都市整備部長。 

増井都市整備部長 都市整備部長の増井でございます。 

 ただいまの下村委員のご質問でございます。これからの部分、平成31年度の予算の部分に

つきましては、また平成31年度の予算審議の中でご質問をしていただいてだと思いますが、

とりあえず、前年度からの繰越し等がたくさんある中におきまして、補助金等につきまして、

交付金等につきましても少し返還をした部分もございます。今、執行しております用地交渉、

また移転報償費につきましても、今年度分としての補助の内示の中での執行をさせていただ
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いたところ、また内示割れが起こっておりますので、今回事業費につきましても大きな減額

をさせていただいたところでございます。当然、用地交渉につきましては鋭意努力をさせて

いただいておりますし、今後も続けていかなければならないと思っておるところでございま

す。 

 ただ、繰越しという事業につきまして、やはり交付金も繰り越した翌年度には執行をしな

いとだめだと。だから、繰り越したから、また次に繰り越せるというところではございませ

んので、やはり補助金の制度上、繰り越した金額は翌年度で必ず使い切れるのかというとこ

ろも判断をいたしまして、今現在は交渉しておる前払金の支払いを執行し、残りの後払いに

つきましては移転の完了をもって後払いをすると。ですから、今交渉中につきましては、来

年度執行できるかできないかわからないという中におきましては、補助金の要望等も控えま

して、補助申請もさせていただいておるところでございます。 

 ですから、国からも、やはり県からも執行を必ずできるという見込みの中において補助申

請をするべきだということで、これは前々からもやはり他の議員からも指摘を受けておる中

において、今回の補正をさせていただき、また新年度の予算につきましては、そういう趣旨

のもとで予算を編成させていただいたということでご理解をしていただけたらと思います。

また、これにつきましては、後で調査案件にもございますので、またそちらで少し述べさせ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

増田委員長 下村委員。 

下村委員 努力いただいていると思うんですけれども、この尺土駅前の整備事業というのは、合併前

からね、私、たしか覚えているんです、平成14年から新市建設計画を計画していた中に入っ

ているんですよ。そして、平成16年に合併したときも新市建設計画に入っていて、それから、

10年間の間に完成しようという、そういう予定で来たわけですけれども、地元の方々も私に

よく言われるんですよ。どうなってんのかな、駅から東側の道路だけは拡幅、今やってます

けれども、いつになったら完成しますかというようなことも私にちょっと問い合わせもある

んでね。それは、市民の方からもそう言われるのは当然だと思うんですよ。平成26年には完

成すべきであった事業が、いまだ平成30年度を超えているわけで。そういう意味で努力いた

だいているのはわかるんですけれども、地元の我々にもできることがあれば、何か言ってい

ただいたら結構やと思うんです。そういうことを、要望じゃないですけれどもお願いしなが

ら、質問といいますか、今後また努力していただきたいと思います。 

 以上です。 

増田委員長 ほかにございませんか。 

 梨本委員。 

梨本委員 おはようございます。梨本です。よろしくお願いいたします。 

 私の方からは２点、質問させていただきます。 

 まずは13ページ、２款総務費、８目の自治振興費、この防犯カメラシステムの賃借料、こ

れが150万2,500円減額されているわけなんですけれども、この詳細をまず１点教えていただ

けますでしょうか。 
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 それから、もう一つは、その下９目の企画費、この業務改革モデルプロジェクト業務委託

料、この1,600万円が減額されていると。これに関しましては６月補正を組んでくださって、

提案していただいたと思うんですけれども、非常に私は残念だなというふうに感じておりま

して、その内容もちょっと詳細わかれば教えていただけますでしょうか。よろしくお願いい

たします。 

増田委員長 竹本課長。 

竹本生活安全課長 生活安全課の竹本です。どうぞよろしくお願いします。 

 ただいま梨本委員のご質問で、自治振興費の中の防犯カメラシステムの賃借料の減額の詳

細でございますが、こちらにつきましては、防犯カメラシステムの事業につきましては、平

成28年度から３カ年で50台の設置を計画する中で、今年度、３年目の最終年度として15台の

計画で予定しておりまして、賃借料としましては当初予算で９カ月分の計上をさせていただ

いておりましたところでございますが、計画を進める中で、学校ＰＴＡ関係からの要望等、

危険箇所等及び高田警察等の情報に基づき、多発地点や事件等危険性の高い箇所を協議する

中で、前年度からの要望を引き継ぐ中で、協議を進める中で、その以後に改めて、特に新た

に通学路で危険の箇所の高い箇所での追加要望等があった中で、再度調整協議を行う必要が

生じまして、選定期間に時間を要することになりました関係で、その後、改めてリース契約

の発注等諸手続を進め、執行見込みとして９カ月の予定が３月１カ月での執行見込みとなり

ました関係で、８カ月分なりその確定額に基づきまして減額をさせていただくものでござい

ます。昨年に続き、これについては減額となっていることは、担当所管としてはまことに申

しわけないですけども、今後も引き続き鋭意努力したいと思っております。どうぞよろしく

お願いします。 

増田委員長 飯島部長。 

飯島企画部長 企画部の飯島でございます。 

 ただいまの梨本委員のご質問のうち、業務改革モデルプロジェクト業務委託料の減額の経

緯について、答弁をさせていただきます。 

 まず、こちらの業務委託料を６月補正で計上させていただいた理由でございますけれども、

平成22年度の機構改革以降、組織機能の全体的な見直しが実施されておりません中で、組織

全体における新規事業への対応力でありますとか、部局間の業務量に配慮した人員配置、庁

舎執務間の活用等に課題があるという認識のもと、平成29年度に全庁的な分析を行いまいし

た。その結果、市の業務にかかわる全体的な問題点が浮上いたしましたので、この問題点を

解決する中で民間事業者のお力をかりたいものがございまして、この取り組みに対する費用

について、総務省補助事業に業務改革モデルプロジェクトといったものがございましたので、

そちらの補助金を充てることを想定して、さきの６月補正において計上させていただいたも

のでございます。 

 そして、こちらの業務改革モデルプロジェクトの提案事業の募集に応募をさせていただい

たんですが、結果としては、残念ながら不採択ということになってしまいました。その後も、

国の補助金をいただく可能性も模索はさせていただいたんですが、結局見つからず、今回減
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額補正させていただくといったことになりました。ただし、市といたしましては単独という

か、自力よりも継続的に取り組むものができるものがあるといたしまして、昨年の８月でご

ざいますが、市の課長補佐級を中心とした若手職員で構成した業務改革推進モデルプロジェ

クトチームというものを立ち上げまして、大きく４つのテーマで検討を進めていっておりま

す。 

 １つ目は、全庁的な業務量調査の導入というものでございます。こちらは昨年、プロジェ

クトチームの方で検討させていただきまして、昨年の11月でございますが、業務量調査、具

体的にはＪＶＣ、ジョブバリュークリエーションという名称をつけておりますが、それを導

入いたしまして、事務分掌ごとの事務量を把握し、将来の業務改革でありますとか人事配置、

あるいは機構改革を進めるための客観的手法として生かすべく、現在も全職員に協力を得て

いるところでございます。こちらの分析につきましては、１年間通して情報を収集して進め

てまいりたいと考えております。 

 ２つ目につきましては、ＲＰＡ等による業務効率化でございます。ＲＰＡというのは、ロ

ボティック・プロセス・オートメーションってちょっとややこしい名前なんですが、要は、

ソフトウエアを使って、もともと職員が手でパソコンに向かって作業していたものを自動化

するといった仕組みでございます。そういった業務自動化によって業務の効率化を図れる可

能性がある業務につきまして、こちらのプロジェクトチームで抽出するとともに、協力企業

とのタイアップを行いまして、費用をかけずにＲＰＡの実証実験を原課の協力を得て２月に

行っております。これにつきましては、今後、平成31年度の当初予算にも計上させていただ

いておりますが、業務効率化につながるＲＰＡ等導入に向けた本格的な実証実験を、市単独

の実走、または県の協力を得た他市町村との共同実走、双方の両にらみで検討してまいりた

いと考えております。 

 それと、あと２つの検討事項としまして、執務室改善と、あと全庁共通業務に係る業務手

順というものございますが、こちらにつきましては目下、プロジェクトチームとして取りま

とめた提言というのを今、準備しているところでございまして、こちらは市長に対して年度

内に報告させていただいて、市長におかれまして今後の施策の判断をいただく、参考にさせ

ていただければなと考えております。 

 以上でございます。 

増田委員長 梨本委員。 

梨本委員 詳細な説明ありがとうございます。まず、防犯カメラの件なんですけれども、調整が難航

して、それによって９カ月の執行が１カ月のみになってしまったということでございました。

これ、調整が難航するということは、それなりにいろんな要望があったんだと思うんですけ

れども、そういった要望を受けて、ある程度そういった必要な通学路にきちっと全て配置が

行われたのか、もしくは調整の中でまたさらに必要な箇所が出てきているのかというところ、

もう少し詳細にちょっと教えていただけますでしょうか。 

 もう１点、業務改革プロジェクトに関しましては補助金がつかなかったということで、不

採択、本当に残念だなと思うんですけれども、単独でＰＴを組んでやっていただいていると
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いうことでございます。私が６月補正のときにいろいろ聞いている限りでは、事務分掌の規

則化であったりとか、それから、特に業務フローマニュアル化、これはいろんなこれまでの

不祥事といいますか、そういったところの改善も含めて、この業務改革モデルプロジェクト

の中でいろんなやり方を模索していくというふうに聞いておったわけなんですけれども、そ

の辺、このプロジェクトチームが代替効果をちゃんと発揮できるのかというところ、非常に

私、心配しておるわけなんです。そういった意味で、このモデルプロジェクト業務のさらな

る推進に向けて、これはちょっと来年度にもかかわってくることなんですけれども、その辺

の部長の考え方、もう少し深掘りしてお聞かせいただけるとありがたいと思っております。

よろしくお願いいたします。 

増田委員長 竹本課長。 

竹本生活安全課長 生活安全課の竹本です。どうぞよろしくお願いします。 

 ただいま梨本委員のご質問で、先ほど説明させていただいた難航した中で、先ほどちょっ

とややこしかったんですけど、当初、要望が前年度から引き続き上がっている部分等で調整

させていただいている中で、近接箇所等もある中と、その後に言いましたそれが確定できて

いなかった中で、新たに通学路等で非常に高いところで来た関係で、絞った中で、一応、今

年度計画の15カ所で最終決定させていただいておるんですけども、その中でも調整がつかず

に、どうしても必要な部分等がありました部分につきましては、改めて予算特別委員会にご

審議いただく予定でございます。２カ所がどうしてもできなかった部分については、来年度

改めてということで、今後につきましては、一応、事業としては３カ年計画の予定でさせて

いただいた分なんで、今後について新たにどうしてもというところにつきましては、関係機

関等、ご協議、ご審議させていただきながら、設置整備については努力していきたいと思っ

ております。どうぞよろしくお願いします。 

増田委員長 飯島部長。 

飯島企画部長 企画部の飯島でございます。 

 ただいまの梨本委員のご質問のうち、業務改革の関係の答弁をさせていただきます。 

 まず、６月補正の中で事務分掌の見直しといった報告をさせていただいたかと存じますが、

こちらにつきましては、平成29年度に行いました全庁分析の中で、既に実態と今書かれてい

る事務分掌規程との整合性がとれていないということは明らかになってございました。です

ので、これについては企画政策課の方で取りまとめる形で、現状に合った事務分掌規則の改

正に向けた取り組みというのを、今、進めているところでございます。 

 一方で、そもそも各部署において事務量が余りバランスがとれていないとか、あるいは、

場合によっては、特定の職員に仕事が集中しているとか、そういったことにつきましては、

先ほど申し上げた業務量調査の方で分析を進めてまいりたいと考えておりまして、先ほど申

し上げましたけど、おおむね１年間を通して情報収集した上で分析をして、その結果に基づ

いての改革といった流れになっていくんじゃないかと考えております。 

 あと、もう１点、業務フローのお話でございますけれども、業務改革モデルプロジェクト

を立ち上げた当時におきましては、その具体的な業務に着目して、その業務についてのフロ
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ーを見直してはどうかという議論もあったんですけども、そのプロジェクトの議論を進める

中で、そもそも全庁的に共通して取り組むべき業務、いろいろ決裁文書とか予算の執行とか

いろいろあると思うんですけども、そういった中での統一が余り図られていないんではない

かというようなご意見がいろいろありましたので、その特定の業務のフローの見直しという

よりは、まず全庁共通する業務についての手順をある程度統一化した方がいいんじゃないか

といった意見がありましたので、検討事項の１つとして、先ほど全庁共通業務に係る業務手

順というのを申し上げましたけども、そちらについての検討を中心に進めてきた次第でござ

います。 

 一方、個々の業務フローの見直しというのは、今後進めてまいりますＲＰＡの実証実験と

いう中に含まれるかと思うんですけども、そのＲＰＡで業務を自動化していくためには、そ

もそも今ある仕事についての業務フローの見直しをして、その中で自動化できる部分を探り

合っていって、そこに導入していくことによってより効率的にＲＰＡが生かされるといった

ことが一般的なアプローチでございますので、これについては次年度、もちろん当初予算お

諮りしているものでございますので、そちらをお認めいただけるんであれば、進めてまいり

たいと考えている次第でございます。 

 以上でございます。 

増田委員長 梨本委員。 

梨本委員 ありがとうございます。３回目ですので言いっぱなしになってしまうんですけれども、防

犯カメラの件に関しましては、さらに２台ということで、実際に私はどこに設置されている

かということは、これ、防犯上の理由から明らかにできないということも聞いているわけな

んですけれども、バランスよく本当に配置されているのかということも非常に気になってお

ります。その点、もう少し、また新年度の方でしっかりと考えていただいて、やっていただ

けるということですので、この程度にとどめておきたいと思います。 

 業務改革プロジェクトの件に関しましても、飯島部長の方から詳細にご説明いただいたん

ですが、これ、去年の６月に聞いたときに、非常に私、１つのポイントとしてコンプライア

ンスの遵守という点で大事なプロジェクトであるなというふうに感じていたんです。そうい

った意味で、今は問題点の解決というところにその部分は入っているというふうに認識させ

ていただきますが、これまで起こっているような問題が起こらないように、しっかりとその

点も踏まえた上で、今年度計画を立てたものをしっかりと分析していただいて、反映させて

いただきたいなというところだけお願いしておきます。 

 以上でございます。 

増田委員長 この際、防犯カメラシステムにつきまして、委員として質疑をしたいので、暫時、副委

員長と交代をいたします。 

 関連でございますんで、１つお尋ねをさせていただきます。 

 防犯カメラの設置につきましては、先ほどご説明いただきましたように、ＰＴＡ、子ども

さんの通学路の安全対策という観点から、防犯カメラの設置場所をいろいろと検討していた

だいたということでございました。一方で、これ、通学に関する防犯上の観点では非常に重
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要な設備であるというふうには、私、十分に認識をしております。 

 一方で、通勤上の事故等が発生しておると、こういうことも他方では伺っております。た

だ、この通勤上の防犯上の事故というのは、これ市役所が把握されておらない事件も含めて、

高田署の方にお尋ねをしますと発生をしておるということでございます。ただ、市に対して、

この個々の事項に関しては、プライバシーの問題もあってご報告はされておらないというこ

とでございました。そういうふうな観点も含めて、防犯カメラの設置につきましては、通勤

上の重要な防犯カメラ設置場所等もご検討の中に、今後は入れていただく必要があるのかな

と、こういうふうに思うんですけれども、ご所見を賜りたいと思います。 

松林副委員長 竹本生活安全課長。 

竹本生活安全課長 生活安全課、竹本です。どうぞよろしくお願いします。 

 ただいま増田委員長のご質問でございますが、設置場所につきましては、先ほども言いま

したように、学校ＰＴＡ、あと大字からのご要望と通学路等の危険箇所を中心に要望が上が

ってくる部分と、あと、高田警察署から、当初情報に基づいて交通事故の多発地点や事件等

の危険箇所、高いところを踏まえた中で、そういった中で要望の多方面からある部分とか、

通学路でもやはり通学の多い場所であったりとかいう部分と、あと、今、委員長おっしゃっ

ていただいた通勤途上ということで、車での通勤もあるんですけども、その辺は事故の交通

事故の多い交差点等も設置させていただいている部分ございますし、やはり、詳細には先ほ

ども以前からの関係で、防犯上、関係等も踏まえて、詳細の公表はさせていただいておりま

せんが、駅前を中心に設置させていただいているところも、各駅に少なくとも１カ所はござ

います。市内全駅にはあるということの、ごめんなさい、１カ所はないかわから、すいませ

ん。大体駅前等も中心には入っております。そのあたりもご理解で、今後、そういったご意

見も踏まえて、また協議、今後についてもまた検討させていただきたいと思います。 

松林副委員長 増田委員長。 

増田委員長 これ、私、この件に関しての機会のたびにお願いをしておるところでございます。私の

身近な人も、こういうことで被害に遭われております。それ以来、トラウマになって、夜の

通勤、必ず家族の方が夜10時、11時に迎えに行っておると、こういうふうな事件も過去に発

生をしております。もう一度、駅周辺、特に犯罪者の動向を見てますと、あらかじめ駅の周

辺で物色をされております。カメラで、駅周辺で不審な人物がおったら、防犯カメラでうろ

ちょろしとるやつというのは特定できるというふうに、そのときの担当の刑事の方も言って

おられました。そういうふうなことで、駅周辺に不審な行動をされる不審人物を確認すると

いうのは、防犯上非常に有効な手段であるというふうに言われておりますんで、もう一度、

駅周辺の防犯カメラの整備について確認、設置検討も進めてお願いしていただきたいという

ことで、以上で私のお願い、要望を終わらせていただきます。 

 それでは、引き続き、委員長として、職務を遂行させていただきます。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 杉本委員。 

杉本委員 僕からも防犯カメラについてお聞きしたいんですけども、そもそもどういった、どんなス
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ペックのカメラというか、いろいろあると思うんですが、固定式であったり、今、委員長お

っしゃったみたいに追跡できたり、夜になったりとか、そういう高価なものから、誰が写っ

ているかわからへんみたいなカメラもあったりもするんですけど、どういったカメラがある

んか、前もちょっと聞いたような気するんですけど、お願いします。 

増田委員長 竹本課長。 

竹本生活安全課長 生活安全課の竹本です。 

 ただいまの杉本委員のご質問でございますが、ごめんなさい、機械的なことはちょっと私

も具体にはわかってないんですけど、カメラとしましては、角度的に一定方向の90度あるか

なしか方向で、ある程度方向を決めた中での固定でございます。夜間は、周辺に街灯がなけ

れば、今まで警察捜査事項等で求められたときに映像を取得して見させてもうた中では、や

はり若干、映像はわかりづらい部分がございます。あとは、我々、その効果的なものという

ことで、特に警察関係からがほとんどなんですけども、映像を捜査事項の所管の諸手続に基

づき、映像の提供を求められて、もちろん映像は現地に行って取得しないとできないもので

ございますので、こちら市役所で、サーバーで一括管理しているものでもございませんので、

今、整備をさせていただいている部分は、一応そういう形で求めて提供させていただいてお

るもので、最終的に、事件であったり事故であったり、まことに、これは向こうも捜査事項

のことで、結果報告というのはいただいてないので、それで見つかったとかいうのは一切報

告がございませんので、効果があったかどうか、年間数件の情報はいただいておるんですけ

ど、具体的に機械的にどこまで能力があるものかいうのはちょっとそこまで把握できてない

もので、一応、固定式の一定角度を向けた固定の映像撮影ということで、24時間撮影にはな

っているということでご理解ください。 

増田委員長 杉本委員。 

杉本委員 ということは、それは中にデータが入ってて、僕、ちょっとごめんなさい、基本的なこと

がわからないんですけど、とりに行かな見れない、ここからは見れない、遠隔では見れると

かはないんですか、特に。そういったことは考えられてないんですかね、今後。この庁舎か

ら、例えば、災害が起こったら、ぴっと見たら、「あ、川が」とかわかるような感じにはな

らないですかね。 

増田委員長 竹本課長。 

竹本生活安全課長 生活安全課、竹本です。 

 そうです。今、杉本委員おっしゃっていただいてるように、本体のところに映像保存が３

日間程度で上書きしていく形やったと思うんですけども、ちょっと詳細がわかってないので

申しわけございませんけど、一応それで必要な場合はうちのパソコンを持って行って、Ｗｉ

－Ｆｉですかね、その形で、もちろんパスワードが要りますのでそれで取得してということ

で、今、庁舎でサーバーなりモニターで一括管理は現在はしておりません。その辺は、それ

をするかどうか、いろんなところで検討する中で考えたいと、今のところはそういう形でや

らせていただいております。 

 以上です。 
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増田委員長 杉本委員。 

杉本委員 お金もかかることですし、優先順位ってあると思うんですけども、せっかくあるんでした

ら、せっかく撮れても何が写ってるかわからないとかじゃなくて、やっぱりきっちりと残る

ようなデータとして、ほんで、遠隔で見れるように要望しときます。 

 以上です。 

増田委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 岡本委員。 

岡本委員 質疑をしていきますのでよろしくお願いします。 

 まず、13ページ、歳出からですけども、一般管理費の負担金補助及び交付金、退職手当特

別負担金増額はされてると思うんですね。この中で、私が聞き間違がっとるんかしらんけど、

当初、15名ということを聞いとったわけやけども、人数ふえてるから増額になっている。こ

の中で、今、最終わかってると思うので、定年退職何名、勧奨退職何名ということと、例え

ば、勧奨退職される場合は、いつも家庭の事情というようなことを聞くわけやけども、本当

に職員が勧奨で退職するときに、本当に家庭の事情で退職するもんか。それとも、この役場

の内部的ないろんな問題があって退職するのか。そういうようなことを、人事の担当の部署

ではきちっと聞いてあげてされてるんか。そういうことも含めて、お聞きをしたいと思いま

す。 

 それから、防災行政無線、ここで備品購入、当初669万6,000円、今、354万2,000円残額が

出てる。多分、戸別受信機ではないかなというふうに思います。たしか平成29年の補正やっ

たかな。我々は補正して4,000万円あったと思うんやけども、167台起債対象になるというこ

とで購入されている。また、ここで受信機購入されてる。今現在、何台の手持ちがあるんか

ということですね。 

 それと、地方創生交付金事業、空き家対策の委託料、恐らく契約差金ということで減額さ

れていると思うんですが、空き家何軒ぐらいを対象にして調査をされたんかということ、そ

の辺をお聞きしたいと思います。 

増田委員長 前村課長。 

前村人事課長 人事課長の前村です。よろしくお願いいたします。 

 岡本委員のご質問に対して説明させていただきます。退職手当特別負担金、当初15名とい

うところから現在の内訳ということですが、定年退職が14人と、それ以外が２名の合計16人

分という説明でご理解いただきたいと思います。 

 そして、勧奨退職者についての聞き取りを行っているかについてのことですが、これにつ

きましては心と体の健康上の問題とか、あるいは、職責と今後の家族を含めた自身の人生設

計等、いろいろと考え抜いたあげくのことでございます。 

 あと、ふえているのは、給与改定と支給率改定があった分の微増等でございます。 

 以上です。 

増田委員長 竹本課長。 

竹本生活安全課長 生活安全課の竹本でございます。 
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 ただいまの岡本委員のご質問で、まず減額補正をお願いしている内容につきましては、こ

ちらは、歳入と合わせて戸別受信機でも基本的に無償配布するものではなしに、条例に基づ

く事業所であったり、既に無償貸与されている世帯でどうしても２台目が必要ということで、

増設で有償でつけられた方の部分の戸別受信機の購入として、当初予算では一般の戸別受信

機を100台分、文字表示機能つきの戸別受信機10台分の合わせてで計上させていただいて、

それに伴う購入費を当初歳入で上げさせていただいた部分で、今年度、執行する見込みで有

償として一般の戸別受信機につきましては、１月現在で32台の有償により譲渡をさせていた

だいてる分を合わせて、年間の見込みで３月末までで37台の売り払い予定ということで、当

初100台の分からその台数分の減額をさせていただく分、それで歳入の分をおとさせていた

だく部分と、文字表示機能つきにつきましては10台でしたが、今のところ有償での設置はご

ざいませんので、１台分だけは可能性として、見込みで１台分だけを購入させていただいて

おります。それに合わせて、購入の方は売り払いに合わせての購入なんですけども、こちら

単価的なもので購入につきましては100台分ということで、歳入歳出で額が合わないのはそ

ういうことでございます。あとは、単価も当初予算から多少の減少にはなっております。 

 あと、現在の在庫数でございますが、まず、平成29年度にデジタル化整備事業として、当

初業者委託での工事で整備で提案させていただいたのは、その当時の世帯を見込みで１万

4,800台の台数をご用意させていただいた中で、順次配布させていただいた中で、昨年度、

平成29年度の３月補正で増額補正させていただいているのは、今年度、平成30年度、平成31

年度の２カ年度分の転入等での世帯増に向けた分の年間200台の見込みの400台分を、そのと

きに増額補正で増額をさせていただいております。 

 それで、合わせて最終的に、現状としましては、３月１日現在での配布対象世帯が１万

4,566世帯でございまして、こちらは特別養護老人ホーム等、施設入所での世帯数を除いた

世帯数となっておりまして、設置世帯数が１万2,781世帯で、最終的に今現在、在庫として

残っておりますのが、通常の戸別受信機は2,267台で、文字表示機能付きが188台という現状

になっております。 

 以上でございます。 

増田委員長 高垣課長。 

高垣企画政策課長 企画政策課、高垣です。よろしくお願いします。 

 ただいまの岡本委員の市内の空き家対策等委託料につきましてお答えいたします。 

 まず、この事業につきましては、国の地方創生交付金事業を活用いたしまして実施いたし

たものでございます。平成30年７月に公募型プロポーザルによる業者選定を行いました結果、

予定価格650万円に対しまして432万円の金額で応募がございました。その差額分を減額する

ものでございます。 

 なお、今回この契約に基づきまして、平成29年度に把握した空き家と見られる411件のう

ち、所有者を特定できました354件につきましてアンケート調査を実施いたしました。その

内容といたしまして、回収率ですけども、354件中208件、回収率につきましては58.8％でご

ざいます。調査内容につきましては、建物所有者の年齢構成、空き家の発生原因、管理状況
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等を回答いただきまして、今後の利活用に活用していく方向でございます。 

 以上でございます。 

増田委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 岡本委員。 

岡本委員 それぞれ答弁いただきました。まず、定年退職14人、それ以外２人、中身は言えませんと

こういうことやねんけども、私もそない中身まで詳しく聞こうと思わへんけども、どうも今

の役場の職場の中身というのか、この中でなかなかいろんなもやもやがあるって言うたらお

かしいんかどうかわからんけども、やっぱり各課で一生懸命やっている人と怠けてると言っ

たら語弊あるけども、そんな人もおる。そんな中でついていけないという人が何人かおるん

ではないかな。そういう人らが本当にこの勧奨ということやなしに自己都合に当たるんか、

あるいは勧奨対象になるんかの中で早期の退職をされていくんではないかなというふうに思

うんで、同じことばっかり聞いとるわけやけど、やっぱり人事課としてそういう把握もして

もらったらなということから聞かせてもらっておるわけですので、その点もよろしくお願い

したいと思います。 

 それから、備品購入費、今、詳しく言っていただきました。この購入金額ですね。一旦、

購入金額は１台２万何ぼかな。契約した金額あるわけやん。そやから、今、100台と文字の

やつが10台買うたとこう言うとるわけやけど、この購入金額が、いわゆる随契で買うわけや

ろう。入札をして、どこのメーカーでもよろしいですよという買い方するのと違うわけやろ

う。日本無線の分も買うわけや。そのときに、１個当たりの単価何ぼで買うてるか、いうこ

とやんな。そこらをきちっと詰めて買わないと、具合悪いんじゃないかなということであれ

やし、今、残が2,267台、文字が188台ということになってきたら、今聞いとったら、１年で

大体200台ぐらいが無償で配布の計画を持っているということになってきたら、ざっと計算

10年ぐらいいけるという計算になってくるわけやけども、来年度見てないんでわかりません

けども、来年度は、ほかの備品は別ですよ、戸別受信機については予算計上してないという

ことになるかどうか、また来年は聞きますけどね。その辺ことをもう一度教えてもらいたい。 

 それから、空き家対策につきましては、一応、平成29年で411件調査しましたよと。その

中で、持ち主がわかったというんか、それが354件ありました。その中で、どんだけの空き

家になってるのか、管理状態どうなってるのかってアンケートやりましょうって、こういう

ことやんね。これに基づいて、次年度からというんか、はっきりわかっている人には取り壊

してくださいよとか、そういう指導はきちっとやっていきますよと、そういう解釈でええわ

けでんな。 

増田委員長 竹本課長。 

竹本生活安全課長 生活安全課の竹本です。どうぞよろしくお願いします。 

 ただいま岡本委員のご質問に対しまして、まず戸別受信機の単価でございますが、普通の

戸別受信機につきましては、１台当たりの単価２万7,000円の消費税で２万9,160円となって

おります。文字表示つき戸別受信機につきましては、税抜き21万9,000円の税込み23万6,520

円となっております。先ほどの分で、私の説明が不十分であれでしたんですけど、購入させ
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ていただいているのは戸別受信機が100台と、文字表示つき戸別受信機につきましては10台

の予定ですけども、今、有償での見込みが少ないですので、１台のみ購入で今後については

対応する予定でしております。 

 それと、保存につきましては、年間100台ということで厳重に保存しながら努力させてい

ただきたいのと、一応、在庫約2,200台ございますけれども、これにつきましては当初、全

世帯対象に世帯配布で１世帯に１台ということで計算させていただいた部分でございますが、

今後、対象世帯で、実際全部回らせていただいおりますが、不在であったりとか、どうして

もご理解いただけずにつけさせていただけなくて辞退となった世帯もございますので、その

辺の部分を整理させてもらいながら、運用を進めさせていただきたいと思っております。 

 平成31年度につきましては、有償の部分につきましては、今、今年度見込み37台ほどです

けども100台購入でありますので、その部分で新たに有償部分等の購入は計上させていただ

いておりません。 

 以上でございます。 

増田委員長 岡本委員。 

岡本委員 人事課の方はなかなか答弁苦しそうやから、これ以上聞かんときますわ。 

 無線の方やけども、これきちっと有償の分は補助対象になりませんので買いますよ。無償

の分は補助対象になりますということを言うてはるわけやけど、これ、色分けっていうのか、

きちっと分けてくれたんのやろな。疑ごうたらいかんけども。そうしないと、やっぱりごち

ゃごちゃになりかねない、こんだけの台数あったらね。 

 それと、前から、無線の当初のときから、例えば、事情があってここに住所を置いてない。

ところが、村のつき合いもしてはる。ここにも住んではる。それで何回も私、頼みに行った。

ところが、きちっと調査してもらったんかどうかわからんけども、なかなかつけてもらえな

い。せんどもったいつけて、人の名前まで言うてやな、してもつけてもらえんかった。こん

なん何件かあったはずや。それを、今現在ではそういうようなことは一切ありませんよ。き

ちっと私は区長さんにも確認しなさいと言うたわけやけども、例えば、そこで生まれて育っ

ても、事情があってご養子さんに行かれた。また事情があってもとへ戻られた。そのときに

籍がそのまま置いてあった。だから、住んでるとこに籍がない。つけられませんよ。そんな

んもあったはずや。そういうようないろんなことを全て今はありませんよということでええ

のか。あるいは、まだ残ってまんねんいうことになるのか。その点を、もう一度、教えても

らいたいというふうに思います。 

増田委員長 ３回目や。どうぞ、もしきちっと答弁できるようでしたら。 

 竹本課長。 

竹本生活安全課長 生活安全課の竹本です。どうぞよろしくお願いします。 

 ただいまの岡本委員の質問につきましては、当初、岡本委員おっしゃっていただいた対応

等がございましたけど、その後、いろいろな諸事情を検討させていただく中で、その部分も

対応できる方向性で法整備的に昨年の６月議会で条例改正、並びに合わせた基準等の整備さ

せていただく中で、そういったご相談がある分については確認でき次第、随時対応させてい
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ただいております。 

 以上でございます。 

増田委員長 ここで暫時休憩をいたします。 

      休 憩 午前１１時１５分 

      再 開 午前１１時２５分 

増田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 質疑はありませんか。 

 杉本委員。 

杉本委員 よろしくお願いします。 

 僕、歳入ちょっとお聞きしたいです。８ページの軽自動車税、ちょっと基本的なことをお

聞きするんですけども、300万円増額となってますけども、軽自動車で割ると、大体四、五

百台分となってくると思うんですけども、そもそもこの計算式がちょっと僕は勉強不足で申

しわけないですけどわからないですけど、この四、五百台、六百台ぐらいですか、が予想外

にふえたということなんですか、ちょっとお聞かせください。計算式というか考え方を教え

ていただきたいです。 

増田委員長 米田課長。 

米田税務課長 税務課の米田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 杉本委員のご質問にお答えさせていただきます。今回、軽自動車税ということで300万円

の補正を上げさせていただいております。まず、平成30年度の当初予算額でございます

8,990万円の積算根拠でございますけども、平成29年度の車種別毎の台数に収納率等を勘案

し算出させていただいたところでございますが、軽自動車税につきましては、旧税率分、す

なわち税額が7,200円分の登録の部分と新税率分、いわゆる１万800円の税率の台数がそれぞ

れございまして、それぞれの7,200円の登録台数が減りまして、新税率分の１万800円の部分

への移行が進んでいるということが主な要因として挙げられるところでございまして、現時

点における決算見込み額や収納率等を見させていただいた中で、今回の300万円の増額補正

をお願いさせていただくものでございます。 

 以上でございます。 

増田委員長 よろしいですか。 

杉本委員 ありがとうございます。納得しました。 

増田委員長 ほかにございませんか。 

 岡本委員。 

岡本委員 歳出の17ページ、農業委員会費の中の委託料、当初、地図の更新で64万8,000円計上され

て執行されてない。その内容。それから、報償費、当初35万2,000円予算計上されて、8,000

円が執行見込みか使われたんか知らんけど、8,000円だけ使ったようになっとるというのと、

それから農業振興短期補助交付金で、担い手確保経営強化支援事業３月補正で増額になって

いるわけやけども、これの内容についてお聞きをしたいと思います。 

増田委員長 芝課長。 
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芝 農林課長 農林課の芝でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず、農業委員会費の電算委託料でございます。農地情報公開システム地図更新委託料と

しまして64万8,000円を計上させていただいていたわけでございますけども、補助の対象外

となりまして、今回、減額をさせていただいております。 

 次に、農業総務費の報償費34万4,000円の減額でございます。これは当初、農業委員会が

行う業務といたしまして、農地利用状況調査のための農地パトロールでございますけども、

パトロールの補助員の費用を計上しておりましたが、実績といたしまして半日２人となりま

したので、その残額の34万4,000円を今回、減額させていただいております。 

 次に、担い手確保経営強化支援事業補助金1,389万円です。これは国の２次補正によりま

して追加要望がございまして、２経営体の農業用施設の購入の助成を行うために、今回、

1,389万円増額を計上させていただいております。 

 以上でございます。 

増田委員長 岡本委員。 

岡本委員 今、それぞれ答弁をしていただいて、補助金がつかなかったということ、これは事実やと

思うわけやけども、農林課だけやなしにほかの課も補助事業について、予算に計上したると

いうことになってきたら、やっぱり県を通じて本当につくんかつかへんのかいうことを、き

ちっと協議をしながらやっていかないと、申請はしました、補助金つきませんでしてん、減

額しまんねんでは、やはり皆さん方議員としていろいろと予算の審議をやっていきながら、

必要やから予算計上された。また、議会としてもいろんなことを聞かせてもらいながら、こ

れを認めていった。そんな中で、これだけを絞って言うんじゃないですけども、つきません

でした。これは非常に議会に対して、我々も予算審議をやっていく中で、何ちゅう審議して

たんよと言われてもしゃあない。 

 私は偉そうに言うのやないですけども、補助事業とは何やねんと。やはり予算に上げた以

上は、何が何でもその補助金をいただいて事業をする、この姿勢がなかったら、補助事業や

っていけませんよ。これももちろん事業化やけども、事業化に入っていく。いとも簡単に減

額をしていく。それから、補助申請しました。例えば、補助金つきませんでした。単独の費

用でやっていきますよ。これの繰り返しをされたら、財政担当してるもんたまったもんやな

い。後で財調、今、何ぼありまんねんと聞かないかんわけやけど、実際に使えるお金、みん

な努力してためたお金、これがどんどんどんどん減っていく原因になっていくということで

すので、今回努力されてつかへんかったと思うわけやけども、全体的に予算に上げた以上は、

何が何でもその補助金を確保する、こういう姿勢でやってもらわないと困ると思うんで、生

意気なことを言うて悪いですけども、そういうことで今後やってもらいたいというふうに思

います。 

 それと、負担金のところの担い手ですね。一応、内容はわかったわけやけど、今、使うと

いうんか、この担い手の事業に充てる内容というのは中身がわかってると思うんやけども、

それを、名前まで言うて、どこに誰の分を充てんねんって、そんなことを俺、聞いてるの違

うから、大字まで言えるんやったら、例えば、大字の何に充てんねんぐらいは教えてほしい
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というふうに思います。 

 もう一つや、報償費。調査員、当初に44人分8,000円でいて、先ほどの農業委員会のこれ

に該当するのかしないのかしらんけども、いろんな利用調査やった。２人半日出ても8,000

円ということやけども、予算組んだ以上は、そういう目的で組んだ以上はやっぱり調査にし

てもらうと。こういう姿勢やないと、例えば、頼んだけどあきませんでした、いうことにな

るのか、そこらもちょっともう一遍踏まえて、教えてほしいというふうに思います。 

増田委員長 芝課長。 

芝 農林課長 農林課の芝でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず、報償費の減額ですけども、これはパトロールを支部長さんの方にお願いをいつもす

る予定でして、農業委員さんだけでは詳細がわからない場所もございますので、今まで予算

を計上させてもうとったわけでございますけども、今回、大体一通り職員とともに農業委員

さんの方で回りまして、２カ所だけちょっとお手伝いをしていただかなければならないとこ

ろが出てきましたので、今回はこのお二人の方、出ていただいたということでございます。 

 それと、担い手確保経営強化支援事業ですけども、これはネットハウスと、それともう一

つ、パイプハウス、それとイチゴの高設栽培システム、これを一応購入される予定でござい

まして、ネットハウスの方は笛堂の方、パイプハウスイチゴの高設栽培システムは大畑の方

いうことになっております。 

 以上でございます。 

増田委員長 岡本委員。 

岡本委員 わかりました。報償費につきましては、一応、支部長の応援を求めたということでご理解

していきたいというふうに思います。 

増田委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 梨本委員。 

梨本委員 18ページ、５款農林商工費の２目観光費、この中の観光協会補助金、これが300万円減額

となっているんですけれども、これは花火大会の中止に伴うものかというふうに考えており

ます。これの今現状の経費、その後の経緯などをちょっと教えていただければと思います。

よろしくお願いします。 

増田委員長 池原産業観光部長。 

池原産業観光部長 産業観光部の池原でございます。 

 観光費で300万円減額させていただいておりますのは、言われたとおり花火が平成30年度

については中止という形になりましたので、その分は減額させていただいております。 

 それと、次年度平成31年度に向けての方向性でございます。現在、花火につきまして、打

ち上げ場所自体もいろいろ検討していただいております。その中で今、関係各課、警察、消

防、ＮＥＸＣＯ、高速隊、いろいろと協議しながら、今年度上げられるよう、今、誠意努力

をしていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

増田委員長 ほかに質疑はありませんか。 
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 松林副委員長。 

松林副委員長 私の方は、18ページの農林商工費、４款プレミアムつき商品券事業費、ここのプレミ

アム商品券システム構築委託料、この部分につきまして、具体的にどういうふうなシステム

を構築されるか、何に対してのものなのか、ちょっとご説明をお願いいたします。 

増田委員長 吉田課長。 

吉田商工観光課長 商工観光課、吉田です。よろしくお願いします。 

 まず、プレミアム商品券の概要の方だけ説明をさせていただきたいと思います。消費税・

地方消費税率の10％への引き上げが、低所得者、子育て世帯の消費に与える影響を緩和する

とともに、地域における消費を喚起、下支えすることを目的として、プレミアム商品券の販

売を行う市町村に対し、その実績に必要な経費、事務費を国が全額補助するものでございま

す。今回の補正は事務費分で、事業の準備に際しシステム改修を行う予定です。臨時福祉給

付金の取扱いをベースに検討された制度で、同制度では定額を入金しましたが、今回は入金

ではなく地方創生で実施したプレミアムつき商品券をあわせた形になっておりまして、その

ためのシステムを改修するという内容でございます。 

 以上でございます。 

増田委員長 松林副委員長。 

松林副委員長 消費税10％になるということで、それに対してどうしても低所得の方には逆進性とい

うこういうふうなものが働きまして、その部分を緩和するというその部分の１つの施策の一

環であろうかなと思いますけれども、このシステム構築で給付対象者の人数等はわかるんで

しょうか。ちょっとまたお願いいたします。 

増田委員長 池原産業観光部長。 

池原産業観光部長 産業観光部の池原でございます。 

 このプレミアム商品券につきましては、今、国の補助として出てきたことでございますの

で、その対象につきましては、先ほど言いましたように低所得者、またゼロ歳から２歳児の

子育て世帯という形でなっておりまして、今後、関係各課とも協議しながらその対象者自体

を絞り込んでいくところでございます。 

 以上でございます。 

増田委員長 松林副委員長。 

松林副委員長 これで言いっぱなしということで、ぜひともこのプレミアムつき商品券、これがいろ

んな格差是正のために円滑に進みますように、よろしくお願いを申し上げます。 

増田委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 岡本委員。 

岡本委員 予算書17ページ、有線放送維持管理費の中で、使用料減額をされて、電柱の強化料という

ことですけども、全町無線化されて、旧の新庄町の場合、有線でいっているわけやけども、

今、有線の線の処理、これをどういうふうに考えてもらっているのかいうことを、まずお聞

きしたいというふうに思います。 

 それから、団体営土地改良事業の負担金補助及び交付金で、県単、県の土地改良事業団体
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連合会負担金減額されてる、この内容。それから、県営ため池の整備事業負担金336万円増

額されてる。山麓地域のため池の整備で県の事業やということがわかっとるわけやけど、こ

のふえたということは、どこか池がふえているんではないかなというふうに思うんで、それ

の内容を教えてもらいたいというふうに思います。 

増田委員長 竹本課長。 

竹本生活安全課長 生活安全課の竹本です。よろしくお願いします。 

 ただいまの岡本委員のご質問の有線事業に伴う線の撤去でございますが、こちらにつきま

しては、まず市役所庁舎から各大字への公民館内の線につきましては、ＮＴＴ回線の回線を

利用するということで、その部分は回線の使用の処理をＮＴＴの方でやっていただいた中で、

その部分は撤去という形で終わっております。今回の減額につきましては、その部分の撤去

に伴う当初の月数の12カ月分から下がった分の減額になっております。その他、各大字公民

館から各家庭への有線につきましては、当初、防災無線のデジタル化に伴い、あわせての撤

去の予定をしておりましたが、いろいろな諸事情、費用等の関係があって一旦は見送る中で、

今現状としましては、老朽化に伴い切れたり剪断した中で、垂れた状況の部分の覚知をした

中での随時の撤去であったり、電柱の移設に伴う撤去等で随時進めさせていただいている中

で、今後につきましてはどういう形で撤去整備を進めるかについては、また検討していきた

いということで、今のところはそういう形での対応とさせていただいております。 

 以上です。 

増田委員長 芝課長。 

芝 農林課長 農林課の芝でございます。よろしくお願いいたします。 

 団体営土地改良事業費の負担金、県土地改良事業団体連合会負担金の66万8,000円の減額

ですけども、これは県の土地改良事業団体連合会の特別賦課金におきまして、平成29年度災

害復旧工事分を平成30年度に繰り越したため、それと、ほかの補助事業の事業費が確定した

ための減額となりましたので、合計で35万6,000円の減額が生じております。 

 それと、土地改良維持施設管理適正化事業の林堂古池地区、これの事業費が500万円減額

となりましたため、その事業費の拠出金の事務費も合わせまして31万2,000円、合計で66万

8,000円の減額を計上させていただいております。 

 それと、県営ため池の負担金でございますけども、これも国の２次補正の追加割り当てが

ございまして、336万円の負担増を計上させてもらっております。これは事業費の16％を負

担していくものでございまして、県の事業費といたしましては2,100万円となっております。

その中で、工事箇所でございますけども、大屋下池が工事する予定となっております。 

 以上でございます。 

増田委員長 岡本委員。 

岡本委員 有線放送、今課長の方から答弁してもらったわけやけども、当初から庁舎から大字のアン

プまではＮＴＴ回線を使ってる。今のこれは電柱の強化料となっているわけやから、それと

はちょっと違うやろうと思うし、今、有線ですね。例えば、もう今、雪降らへんかわからん、

雪降ったり、あるいは風がきついときに垂れ下がってきて、やっぱり過去にも自転車、単車
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が通っているときにけがされたということもあるわけやから、これから検討しますというこ

とやなしに、前からこの話はしとるわけで、やはり無線を一本化になったということになっ

てきたら、きちっと行政の方でしまいをする。こういう姿勢でないと、事故起きてから、え

らいことになりましてんではおそい。そやから早急に、どのくらいの費用がかかるんか知ら

んけども、やっぱりきちっと整備する、この姿勢を行政に持ってもらいたい。そうしないと、

これから検討しますと言うたら、もう既に無線になって丸１年からたってるわけや。何の処

置もしてない。これでは本当に市民が安心して生活できる葛城市、住んでみたい葛城市とキ

ャッチフレーズを上げてる中で、事故を起こしたら何にもならん。そういうことやから、平

成31年度、予算見てなくてわからんけども、もし入ってなかったら補正でもして、早急にや

ってもらいたい。それに対して答えをいただきたいと思います。 

 それから、農林の分については、内容がよくわかりました。災害復旧繰り越した分と、林

堂の古池、減額になったと。これでトータルの減額やと、こういうことやんな。あとは、大

屋の下池が対象に新たに入ってきた。下池いうたら、博西神社のところやな。 

（「はい」の声あり） 

岡本委員 わかりました。 

増田委員長 竹本課長。 

竹本生活安全課長 生活安全課の竹本でございます。 

 ただいまの岡本委員の有線放送の撤去についてでございますが、今度、予算特別委員会で

審議いただく予算の中では、今おっしゃっていただいている分は計上しておりませんので、

補正対応等踏まえた中で、また前向きに検討させていただきたいと思います。 

増田委員長 岡本委員。 

岡本委員 さっきから言うて、前向きに検討さえてもらうやなしに、きちっとやりますという答えが

出されへんのかい。 

（発言する者あり） 

増田委員長 松山副市長。 

松山副市長 副市長の松山でございます。 

 過去にもこの件につきましては何度かお問い合わせもいただいておりまして、それに対し

て、たしかこれから申し上げるようなご答弁を申し上げてたと思うんですけども、撤去につ

きましては、本来であれば、整備計画全体のそもそも整備のときにそれも含めて、計画の中

で方向性も明らかにすべきだったかもしれませんが、現状としてはそもそも整備の段階では

整備だけの議論、あるいは予算でありまして、撤去については予算は計上はできていないと。

その中でいろんな問題についてご提言いただいているわけでございますが、それに対して市

長の方も、もともとスタート時点で旧新庄町、旧當麻町それぞれ経緯が違う中で、旧のシス

テムがあったと。それについての対応の前世代あるいは前々世代の部分の有線につきまして、

対処の方法もそれぞれ違ったわけでございまして、そのあたりの過去のやり方も踏まえた中

で、どういったことが必要であるかということについては検討はしてまいりたいというとこ

ろまでのご答弁でとどめていると思います。 
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 いずれにしましても、幾らの費用がかかるかということについても見積もりも立っており

ませんので、そのあたりも含めて、今後も課題として検討するといいますか、１つの課題と

して委員の方から理事者側に対して問題提起いただいているということはきちっと受けとめ

ておりますが、現時点ではちょっと申しわけないですが、それ以上のご答弁は差し上げられ

ないかと存じますので、本日のところはこのようなご答弁にさせていただきたいと存じます。 

増田委員長 岡本委員。 

岡本委員 副市長の方から答えていただきました。できるだけ早い機会に結論を出していただいて、

よい方向に持っていけるようによろしくお願いしたいというふうに思います。 

増田委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 岡本委員。 

岡本委員 それで、土木費の方に入っていきたいと思います。予算書の18ページ、尺土駅前周辺整備

事業、個々に入っていったら時間かかるんで、事業費減額されてる、この理由は節の関係で

減ったということやと思います。そこで、平成29年の繰越し１億1,751万9,000円、これ繰り

越したるわけやけど、全額執行できてるんか、未執行があるんか。それと、国鉄・坊城、こ

の分についてはもう結構ですわ。 

 社会資本道路改良交付金事業、当初１億8,960万円、それが１億7,743万6,000円の事業費

になっていると思うわけやけども、これが、ここで委託工事請負、公有財産、これ減額にな

ってきておるわけやけども、なぜ減額になるんか。使える場所があったはずやと思てるわけ

やけども、その理由を教えてもらいたいと思います。先ほど言いましたようにそれぞれ、繰

越しが皆されてるわけやけども、繰越しの執行状況についてお尋ねをします。 

増田委員長 松本課長。 

松本建設課長 建設課の松本でございます。 

 尺土事業につきまして、平成29から平成30年度に繰越しさせていただいた予算につきまし

ては未執行でございます。その用地補償で今契約させてもらった分で、平成30年度内に執行

できないということで、平成30年度の予算を使わせていただいて繰越しをさせていただいて

おります。それで、平成29年度の予算は使っておりません。 

 あと、社会資本交付金でございますが、委託料につきましては、当初、中道・諸鍬線の方

で鑑定料を予定しておったわけでございますが、２、３件の用地交渉をさせていただいた中

でなかなか折り合いがつかないということで、この部分は減額させていただいております。 

 それと、工事請負費の1,590万円の減額でございます。これにつきましては、工事請負差

金でございます。公有財産購入費の減額も同じく執行残でございます。 

 以上です。 

増田委員長 岡本委員。 

岡本委員 ちょっと聞き取りにくかったわけやけど、その尺土駅前の29から30に繰り越した分につい

ては未執行になっとるということ。その繰り越した理由があるわけやろ。それを執行でけへ

んだら返しますねんと。ちょっとこれはあんまりええあれでないと思うし、国鉄・坊城はも

う内容がわかったんで聞いてないけども、ここにも繰越しあるわけやな。これも未執行にな
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っとるわけか。 

 それと、社会資本。私は何もこれにこだわってるわけやないわけやけども、やっぱし設計

する中で、その設計を業者に丸投げするんやなしに、やっぱり発注しても現場を見て、ここ

までは完成しとかなあかんというものがあるはずやから、私は金がないからでけへんという

ことは聞いとった。ところが、今になって減額されるということになってきたら、交通安全

上考えていったときに、やっぱりきちっと、例えば、道路の交差点まで完成するとか、そう

いうことをやらないと、コンサルに丸投げしてて、金額的にこんだけですよと設計されたら

それだけを工事やってる。そういうふうに私はとってるわけですよ。だから、コンサルに丸

投げをするのやなしに、いつも言うように、自分でどんな道路をつけるんや。コンサルに対

してどういう道をつけるから、こういうところはこれしてください、あれしてくださいとこ

っちから条件を出していく、こういう姿勢やないと、現場で変更できても、一々コンサルに

変更、もう一遍やってくれというふうなことでは、なかなか現場対応も即でけへんいうこと

になってくる。 

 そやから、今言われてるように、その委託料はわかりました。しかし、その工事請負

1,590万円減額になってる。例えば、補助対象の事業が減りました、これ単独でんねん、そ

やから減らしまんねんというふうに答えたいやろと思うけども、ずっと見させてもらって、

余りにもこの全体事業費で単費がつき過ぎたる。そやから、補助事業、のるかのらへんかわ

からん。それでも努力をして補助にのせていく。こういう姿勢で事業をやっていかないと、

ややこしいやつは全部単費でいきまんねんと、この姿勢ではとてもやないけど事業やってい

く中では、具合悪いんじゃないかなというふうに思うんで、その辺も聞かせていただいて、

これから単費はやろう、補助事業にはつけていきませんよ、そういう姿勢で臨んでいただけ

るんか、そういうことも含めてお聞きをしたいというふうに思います。 

増田委員長 松山副市長。 

松山副市長 岡本委員から、事業進捗に対する姿勢についていろいろとご教示をいただいているとい

うことで、それについては真摯に受けとめたいと存じます。また、お問い合せの中で具体的

な内容についての説明については、後ほど担当部の方からいたしますが、まず１つだけお断

りを申し上げたいのは、これはややこしいやつを単独費用でやるということではございませ

んで、やはり交付金事業となりましても一定の制度の中で対象になる部分、それから、市全

体としては必要なんだけども、そこはなかなか制度で追いつかない部分、それぞれの役割分

担をしているということでございますので、多分、委員、そういった意味で、ご趣旨でお述

べになったんではないんでしょうけども、聞こえ方といたしまして、ややこしいやつは単独

でやったらいいというふうなことでは、私たち、そういった理解もしておりませんし、財源

が単独であろうが、国庫補助事業であろうが、それにつきましてはきちっと制度にのっとっ

て出せるべきものを出していくと。その中できちっとできるだけ地元のそれぞれの関係者の

方のご理解をいただきながら、できる限りの進捗をしていくと、そういった姿勢で今後とも

進めてまいりたいと存じますので、そのあたりだけ先に前提として、余計なことかもしれま

せんが、改めて確認をさせていただきたいと存じます。 



－37－ 

 その上で必要な答弁については、担当部の方からいたします。 

増田委員長 増井部長。 

増井都市整備部長 都市整備部長の増井でございます。 

 ただいまの岡本委員の質問に対しまして、今、副市長の方から全般的なご説明があったと

思いますが、個々につきましては、先ほど委員がご指摘のように、単独分という形での結局

は減額という措置をさせていただいております。この内容につきましては、社会資本、道路

改良交付金事業だけではないわけでございますが、尺土駅前事業につきましても、また国

鉄・坊城線の整備事業につきましても、今年度の交付金の補助率の変更分がございます。前

年度までの補助率が55％の補助金の交付率でございましたが、本年度からは50％に補助率が

減額されております。率の変更がされております。これに伴います５％分が、やはり当初の

事業費からの減額分として、補助対象事業費が減るということに伴います減額分でございま

す。また、それにプラス補助内示の減によります減額分等が含まれておりますので、その辺

でご理解をいただきたいと思います。 

 また、単独費の当初の配分が多いんではないかというようなご指摘もございましたが、や

はり補助事業をするに当たりましても、どうしても単独分は出てまいります。この部分をい

かに抑えて事業を執行していくかというところは、常日ごろから考えた中でやはり事業を進

めさせていただいておりますし、必要な部分について必要な工事を行っていくというのは、

これは当たり前のことでございますので、当然、その中で当初の補助金の内示額を踏まえた

中で設計を組んで、事業を進めておるというところはご理解をしていただきたいと思います。 

 先ほど申し上げました尺土事業につきまして、前年度の29から30年度に繰り越した部分に

つきましての用地購入費また補償・補てん費につきましては、相手方との交渉の中において

進まなかったということで、先ほども申し上げましたが、繰り越した補助金につきましては

もうこれ以上繰越しはできませんので、できなかった部分についてはやはり補助金の交付を

受けられないということで、今回は事業を進んでないという部分については深くおわびを申

し上げなければならないわけでございますが、未執行の部分については補助金の受け入れを

しないということで事業を進めてまいりました。また、一部契約ができた部分につきまして

は現年分と現年分の残額は繰越しをさせていただくという旨を、今回、上げさせていただい

ておりますので、その辺でご承知おきをお願い致したいと思います。 

 以上でございます。 

増田委員長 岡本委員。 

岡本委員 副市長からも当然の答弁やったと思うけども、中身がないからわしは嫌われることを言う

とるわけや。今、増井部長の話やないけども、一生懸命やりましたんやけどあきまへんでし

てん。次に繰越しでけへんさかい返しまんねん。さっきから言うてるように、補助事業とは

何やねん。一旦予算に上げたら、何が何でも、県や国へ行ってでもいただいてくる。この姿

勢がなかったらあかんと何遍も言うとるわけやん。ただ単に単費ようけ使っとるって言うて

る話と違うわけやん。みんなが一生懸命になって、担当部長があかんのであったら副市長な

り市長が行ってでもや、予算にのった以上は絶対もうてくんねんと。わしらはそれで仕込ま
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れてきたわけやん。いまだかつて、そんな繰越しもいろいろせえへん。補助金つきませんで

した。ここら皆、駅前やってるけど、そんなことはなかったんやな。予算のせた以上は、も

う絶対言うてええほど、補助金確保してくる。この姿勢やな。そんな簡単に用地買収行きま

してん、あきまへんでしてん。繰越し次でけへんさかい返しまんねんって、こんな答弁もろ

たら、さっきも言うてるように、議員が一生懸命予算審議やってるわけやろ。やっていて、

こんだけ必要でんねんと、認めてもうたわけやん。ほんで、繰越しもそうやん。一生懸命や

ったんやけども、今年はできひんかった。そやから次に送りまんねん。これも認めてもうた

わけやろ。それしてずっと繰越し、わし、議員ならしてもうてからずっとや。こんなことば

っかりやっとったら、ほんまに事業課前向いて行かへん。そこらをやっぱりきちっとやって

もらいたい。一遍すかっと、単年度分全部使いましたというぐらいのやっぱり姿勢になって

ほしい。副市長はいつも言われる。法的に問題ありません。繰越しは法的に問題ないやろ。

しかし、そんなことばっかりやっとったら、事業みたい終わらへんし、やっぱり計画立てて

この事業を５年でやりますと立てたら、それに向かって一生懸命行く。やっぱりこの姿勢が

一番大事違うんかなって、同じことばっかり言うとるわけやん。また、ここで繰越しとして

出てきたるわけや。やっぱりそれだけはきちっとやってもらいたいと思いますわ。 

増田委員長 市長に求めておられるんですか、ご答弁。 

岡本委員 もう結構ですわ、答弁。 

増田委員長 松山副市長。 

松山副市長 副市長の松山でございます。 

 繰越しは法的に認められているから、やっても構いませんというふうなご答弁を申し上げ

た記憶はございませんが、それはそれといたしまして、岡本委員からご指摘いただいている

点はまさにそのとおりでございまして、個々の事情についてはそれぞれございますが、全体

としてはしっかりとまずは必要であるからということで予算計上させていただいているわけ

でございますので、それについてはしっかりと執行していくと。同じ目的が安く上がった結

果、余った分の不用はともかくといたしまして、きちっと見積もって計画をしたものについ

ては執行をしていくというのは当然の理事者側の意識というか、覚悟としてやっていくべき

ものであるということについてご意見を賜ったものということで、そこはしっかり受けとめ

て、これからも取り組んでまいりたいと存じます。 

 以上でございます。 

増田委員長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

増田委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 議員間討議を希望される方はいますか。 

（「なし」の声あり） 

増田委員長 ないようであれば、これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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増田委員長 討論ないようですので、討論を終結いたします。 

 これより議第10号議案の関係部分を採決いたします。 

 本案の関係部分を原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

増田委員長 ご異議なしと認めます。よって、議第10号の関係部分は原案のとおり可決することに決

定をいたしました。 

 以上で本委員会に付託されました議案の審査が終了をいたしました。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

      休 憩 午後０時０６分 

      再 開 午後２時００分 

増田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 引き続いて、本委員会の所管事項の調査案件についてでございます。 

 まず初めに、尺土駅前周辺整備事業に関する事項についてを議題といたします。 

 本件につきまして、理事者よりご報告願います。 

 増井都市整備部長。 

増井都市整備部長 都市整備部長の増井でございます。 

 それでは、調査案件の１つ目の尺土駅前周辺整備事業に関する事項につきましてご報告を

申し上げます。 

 先ほどの委員会の中でもご答弁をさせていただきましたとおり、尺土駅前周辺整備事業に

つきましては、本年度も引き続き工事を進めてまいったところでございます。現在におきま

しては、排水の水路の確保及び北側歩道の街灯２機、また、近鉄敷地との隣接する箇所にフ

ェンス等を設置する工事を現在行っておりまして、間もなく完了の予定となっております。 

 なお、未買収の用地交渉につきましても、本年平成30年度におきましては１件の交渉が成

立をいたしまして、現在残りの地権者に対する交渉につきましても鋭意努力をさせていただ

いておるところでございますが、来年度の予算編成につきましても、若干修正をさせていた

だき、上程をさせていただいておりますので、また、そちらにつきましては予算特別委員会

の方でのご審議のほどよろしくお願いを申し上げまして、以上、報告とさせていただきます。 

増田委員長 ただいま報告願いましたが、このことについて何かご質問等ございませんでしょうか。 

 岡本委員。 

岡本委員 今、聞いてましたけど、あと２件残ったるということやけども、いつまで買収する計画を

持ってはるのかな。 

増田委員長 増井部長。 

増井都市整備部長 都市整備部の増井でございます。 

 ただいまの岡本委員のご質問でございます。残り２件の用地買収交渉につきましては、今、

鋭意努力をしております。いつまでにという期限につきましては、相手様とのいろいろな諸

条件もございますので、期限につきましてはなかなか明言をできるところではございません

が、できるだけ早く解決できるように努力をしてまいりたいと思います。 



－40－ 

増田委員長 岡本委員。 

岡本委員 その通り一遍の話聞いてんのやなしにな、目標を持たんといつまでたってもでけへんさか

い、俺、聞いてるわけ。相手方相手方って、毎日行ったらええのやねんけん。毎日のように

行く気になって行かな、こんな用地もでけへんと思う。そやから、俺、こんだけ聞いてんね

ん。だから、目標、いつ持つねんということを聞いてるわけやから。 

増田委員長 増井都市整備部長。 

増井都市整備部長 ただいまの再度のご質問でございます。いつまでにということでございます。毎

日行けというご指摘もいただいておるところでございます。相手方との交渉の中においてい

ろいろと条件も提示されている中におきまして、その条件をクリアできるかどうかというと

ころも検討をしながら、苦慮しているところでございますので、ご理解のほどよろしくお願

いをいたしたいと思います。 

増田委員長 ほかにございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

増田委員長 ないようであれば、本件につきましては、本日はこの程度にとどめたいというふうに思

います。 

 次に、国鉄・坊城線整備事業に関する事項についてを議題といたします。 

 本件につきまして、理事者より報告願います。 

 増井都市整備部長。 

増井都市整備部長 都市整備部長の増井でございます。 

 それでは、２つ目の国鉄・坊城線整備事業に関する事項につきましてご報告を申し上げた

いと思います。 

 国鉄・坊城線整備事業につきましては、現在、国道24号線から東側と西側の両方の工事を

施工させていただいておりまして、３月末の完了に向け鋭意取り組んでおるところでござい

ます。この事業につきましても、まだＪＲの架道橋の部分の工事委託につきましては、平成

33年３月末の完成を目指して今取り組んでいただいておるところでございます。次年度にお

きましても、引き続きＪＲ架道橋に向けての道路の拡幅整備、また国道の歩道等の一部改良

工事等も入ってくるわけでございますので、引き続き用地交渉も踏まえて行いながら、工事

の方を進捗させていきたいというふうに考えておるところでございます。 

 以上、簡単ではございますが、ご報告とさせていただきたいと思います。 

増田委員長 このことについて、何かご質問等ございませんでしょうか。 

 西井委員。 

西井委員 ただいまの用地交渉も含めてということで、あと何件ぐらい交渉せんなん物件があるんか、

ちょっとその辺教えてもらいたいんやけどな。 

増田委員長 増井都市整備部長。 

増井都市整備部長 都市整備部の増井でございます。 

 ただいまの西井委員のご質問でございます。あと何件ぐらいというところでございますが、

この事業につきましてはまだ、今、柿本地区の方の工事を進めておるところでございまして、
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この後、架道橋から東側、笛堂地域の方に入ってくるわけでございますが、笛堂区の方にお

きましては一部交渉が終わっておるところもあるわけでございますが、まだ地権者の数にい

たしまして、約10件ぐらいの数は残っておるところでございます。次年度におきまして、一

部用地等も計上をさせていただきまして、この後、引き続き交渉を進めていくところとなっ

ております。従前からの事業の中において一部できておるところもあると聞いておるわけで

ございますが、まだまだ多数の地権者との交渉が残っておるというところでご理解をしてい

ただきたいと思います。 

 以上でございます。 

増田委員長 西井委員。 

西井委員 まだ、次の工事のところがあるいうことや、10件ほどいうことやけど、どっちみち工事す

るために地権者に話しせんなんから、できるだけ速やかに、坊城線のことについても早くあ

れしてるんやから、できるだけ交渉としては事前に話しして、了解を早く求めれるようにし

とかんかったら、けつから火がついて交渉しに行くいうのではとても無理やと思う。大変、

用地交渉については、きゃんきゃん言う方は楽やけど、現実にはしんどいと思いますやん。

だけど、そのしんどい中で解決して、解決自身が皆さん方の成果として、自分の仕事の中に

喜びを感じるような形の中でやってもらいたいと思いますので、どうかご苦労をかけますが、

最終時点には期日に間に合うように努力してもらいたいということを申し上げまして、私の

質問は終わります。 

増田委員長 ほかにございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

増田委員長 ないようであれば、本件につきましても、本日はこの程度にとどめたいと思います。 

 次に、行財政改革に関する事項についてを議題といたします。 

 本件につきましては、今回、理事者からの報告事項は特にないということでございますの

で、委員の皆様方から何か確認事項等があればお受けをしたいと思います。 

 何かございませんか。 

（「なし」の声あり） 

増田委員長 ないようであれば、本件につきましても、本日はこの程度にとどめておきたいというふ

う思います。 

 最後に、公共バスの運行についてを議題といたします。 

 本件につきまして、理事者より報告願います。 

 高垣課長。 

高垣企画政策課長 企画政策課、高垣です。よろしくお願いいたします。 

 公共バスの運行について報告いたします。 

 平成30年４月から平成31年１月のコミュニティバスの利用状況につきましては、運行日数

が298日、１日当たりの利用者は、環状線ルートが89.27人、ミニバスルートが41.87人、合

計で131.14人でございました。昨年、平成29年度の利用状況と比較いたしますと、平成29年

度は環状線ルートが１日当たり86.00人、ミニバスルートが45.52人で、合計131.52人でござ
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いました。利用者数につきましては、わずかに減少している状況です。 

 次に、平成30年４月から平成31年１月の曜日別の利用状況でございますが、月曜日が

4,551人、火曜日6,477人、水曜日5,819人、木曜日5,738人、金曜日6,539人、土曜日4,974人、

日曜日4,981人となっておりまして、ゆうあいステーション、いきいきセンター、大和高田

市立病院がお休みのときに、土、日、月が少ない傾向でございます。 

 次に、利用促進に向けての取り組みでございます。 

 平成28年11月より、希望される方にマイ時刻表の発行を行っております。また、スマート

フォンアプリのナビタイムやジョルダンによるコミュニティバスの時刻情報を、平成29年９

月より掲載しております。さらに、コミュニティバスを利用していただいた方が運賃支払済

証をご提示いただくことで特典を受けることができる「ぐるっとかつらぎ」企画も継続して

行っております。これらのサービス内容や期間については、葛城市ホームページに掲載して

おります。 

 なお、コミュニティバスにつきましては、現在、路線、運行ルートや運用形態に係る全体

的な見直しについて、現在、葛城市地域公共交通活性化協議会におきまして協議を行ってい

ただいているところです。新たな運行形態の時期につきましては、平成31年10月を予定して

おります。 

 さきに、12月に開催されました協議会では、アンケート調査の集計結果の報告、今後の運

行形態の再編案についてご協議行っていただきました。 

 ここで、お手元に配付しております資料をごらんください。12月の法定協議会におきまし

て、葛城市コミュニティバスの再編案と現在のコミュニティバスの路線図をお手元に配付さ

せていただいております。 

 この資料の葛城市コミュニティバスの再編案の資料の２ページをごらんください。ルート

ごとの再編に向けた方針案が記載されております。なお、この方針案に基づき法定協議会で

は活発な議論が行われておりますが、この現在記載されております方針案は変更されていく

こととご承知おきお願いいたします。 

 では、この12月の法定協議会における変更案の概要についてご説明いたします。 

 まず、環状線ルートにつきましては、外回り、内回りともこの資料では５便を４便に減便

するとはなっておりますが、現在の運航体制を維持することから５便での運行を維持するこ

とで調整しております。運行ルートにつきましては、ウェルネス新庄バス停で折り返しまし

て忍海方面へ向かう変更案で調整いたしております。ウェルネス新庄から先の薑北交差点、

若草台、第１健民運動場バス停につきましては、ミニバスルートのＥ笛堂・薑ルートに統合

することで調整しております。 

 次に、ミニバスルートでございます。 

 Ａ當麻ルートについては、ダイヤについては現状維持のままで、ルートについては利便性

の向上の観点から、二上神社口駅前ロータリーにバス停を新設し、加守消防池バス停を廃止

する方向で調整しております。 

 次に、Ｂ長尾・疋田ルートについては、ダイヤについては現状維持のまま、運行ルートに
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ついては利用状況を踏まえ、木戸集落センター、磐城自動車前を廃止し、Ｃ兵家・中戸ルー

トで運行されている兵家駐車場、兵家南のバス停を新たにルートとして加える運行で調整い

たしております。 

 次に、Ｃ兵家・中戸ルートについては、環状線ルートとの重複区間が多いことから、他の

Ｂ長尾・疋田ルート、Ｄ寺口ルートへ統廃合することで調整しております。 

 次に、Ｄ寺口ルートについては利用状況を踏まえ、ダイヤについては１便目の廃止、ルー

トについては、Ｃ兵家・中戸ルートと統合し、南道穂コミセン前のバス停を廃止する方向で

調整を行っております。 

 最後に、Ｅ笛堂・薑ルート及びＦ笛吹・梅室ルートでございます。このルートは乗降者数

が少ない路線ではございますが、市民の移動手段の確保の点から公共交通の役割を担ってい

く必要がある一方で、空でミニバスが走っているという批判もあることで、市として新たな

公共交通の取り組みを構築する必要がございます。現在、葛城市公共交通活性化協議会にお

いて検討している葛城型デマンド乗り合いタクシーとは、予約が必要にはなりますが、決め

られた運行経路を決められた時刻でバス停に停車する定時定路線型で運行するものです。こ

の場合、予約は必要になりますが、必要なときにのみバスもしくはタクシーが走るというこ

とで、今のような空でバスが走るということがなくなり、経費の削減につながると考えられ

ます。この３月に行われる法定協議会で、平成31年10月以降の運行計画案をお示しし、構成

員の間でご議論いただく予定でございます。 

 以上で報告を終わります。 

増田委員長 ただいま報告願いましたが、このことについて何かご質問等ございませんでしょうか。

ないですか。 

 松林副委員長。 

松林副委員長 今、お伺いさせていただいたんですけれども、この廃止をされるルートは、Ｅ笛堂・

薑ルート、寺口ルート、この部分を巡回バスにシフトするために、タクシーかそれでつなげ

るという、こういう考え方でしょうけれども、タクシー予約をするというのは時間設定、こ

の時間は決まっとるわけですか。 

増田委員長 高垣課長。 

高垣企画政策課長 企画政策課、高垣です。 

 ただいまの松林副委員長のご質問にお答えいたします。今、おっしゃったとおりに、定時

定路線ということで決まった時刻に走るということで、予約した時間に来るんですけども、

決まった時間に来るということで、自由に時間設定できるものではございません。 

増田委員長 松林副委員長。 

松林副委員長 当然、タクシーでその環状線ルートにつなげるということで、利便性、環状線ルート

と、ほんで、タクシーのこのシフトの時間というのもちょうど適合するように考えていただ

きたいというのと、そして、もう一つ、駐車場乗り継ぎ箇所ね、ここをもっときめ細やかな

形で駐車場はふえているのかどうかね、きめ細やかな。そしてまたもう一つ、ある市民の方

からご相談があったんですけれども、環状線ルートで高田の市民病院を利用するときに、往
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路、行きしなはとまらなくって、帰りにぐるっとターンをして復路で入るという、停車する

という、こういう問題。往路で乗り継ぎをして高田市民病院の前でおりれるような形にして

いただきたいという、こういう部分は解消されているのかどうかちょっとお願いいたします。 

増田委員長 松山副市長。 

松山副市長 副市長の松山でございます。 

 副委員長のお問い合せの中の表現も含めて、これはやはり公共交通ということで、非常に

住民の方いろいろお気になさっている内容だと思いますので、ちょっと表現の方法を確認し

たいと存じます。 

 寺口ルートと笛堂・薑ルートを、副委員長は廃止とおっしゃいましたけど、廃止はしませ

んし、そうしたご説明ではございませんので、そこはまず誤解のないようにしていただきた

いと思います。 

 そもそもこの公共交通、これを逆に申し上げますと、お商売としてバス事業者であります

とか、タクシー事業者でありますとか、こういった輸送の事業者がカバーできない部分を行

政としてどこまでカバーをしていくのかということにつきましては、住民の利用とのバラン

スを、やはりどのバランスが一番税を投入して運行するのが適切かということについて、十

分に考察をする必要があると存じます。 

 その中で、先ほど課長が申し上げました案につきましては、寺口ルート並びに笛堂・薑ル

ートについては非常にご利用が少ない。効果効率性だけを追求してマルかバツかということ

であれば、もう少ないのでやめようという話になるわけではございますが、そうではなくて、

利用は少ないんですけども、逆に言いますと、ご利用なさっている方がいらっしゃる、ゼロ

ではないわけです。そのときに、じゃあ、これをどういう形で公共交通として維持をしてい

くのがふさわしいのかというときに、１つの方法として、大きいサイズのバス、ほとんどが

空席、たまに１人乗っているとかいう形で走らせるんではなくて、車両のサイズも小さくす

ることも１つ検討をしておりますというご説明。 

 それから、もう一つは、基本的には定時定路線ですので、従来のバスと同じ形の運行では

ありますが、時間帯的に、この時間帯は誰も乗る方がいらっしゃらない場合には、これは走

らさないでおこうという意味での、ちょっと柔軟性のある運行形態にシフトができないかと

いうことなどを検討しておるということを、先ほど課長の方からご説明を申し上げたわけで

ございます。 

 非常に、ある意味、市民の皆さんもご心配も、お気にもかけていただいているところだと

は思いますので、そういった意味で、ちょっと申しわけございませんが、表現ぶりについて

ちょっとくどくなりましたけども、多分、副委員長、ご理解いただいた上でご表現の仕方と

してわかりやすいようになさったんだと思いますけども、繰り返しでちょっと説明冗長にな

りましたが、そういったことでございます。 

 高田市民病院の件につきましては、担当課長の方からご答弁差し上げます。 

増田委員長 高垣課長。 

高垣企画政策課長 企画政策課、高垣です。よろしくお願いします。 
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 高田市立病院のところで、その中に入らないで戻っていくという点ですけども、現在のと

ころ、高田市に乗り入れておるということでございまして、高田市の法定協議会との調整も

必要となりまして、問題としては以前から指摘されておられるので認識はしておるんですけ

ども、単独で調整することが今の時点では困難ですので、継続して協議してまいりたいとい

うことでよろしくお願いします。 

増田委員長 松林副委員長。 

松林副委員長 先ほど廃止という表現ではなく、そこの分のルートをタクシー等の手段で補うという、

そういうことだと思います。高田市民病院の往路でその前でとまっていただいて高田病院に

行くという、こういう強い要望もございますので、ぜひともこういう部分も実現していただ

きますように、ご努力をよろしくお願い申し上げます。 

増田委員長 ほかにございませんでしょうか。 

 杉本委員。 

杉本委員 よろしくお願いします。 

 ちょっとこれ、コミュニティバスありきの話なんですか。例えば、香芝市さんみたいにデ

マンドタクシーを導入するとかっていう比較とかっていうのは出てない、それは厳しい問題

なんですかね。 

増田委員長 高垣課長。 

高垣企画政策課長 企画政策課、高垣です。 

 ただいまの杉本委員のご質問にお答えします。 

 香芝市の場合なんですけども、香芝市の場合は自由乗降型と言われまして、いつでもどこ

でも自由に乗れるというものでございまして、その場合のことも検討はいたしましたけども、

それが法定協議会の中においての議論ですけども、民業を圧迫する、例えば、現在の既存の

タクシー業者に対しての民業の圧迫を含めまして、葛城市には合わないであろうと。なお、

また駅の数も公共交通としては、かなり葛城市は近鉄の駅もすぐ近くにあるということで、

この形では導入しないということで、現在、進んでおります。 

増田委員長 ほかにございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

増田委員長 ないようであれば、本件につきましても、本日はこの程度にとどめておきたいというふ

うに思います。 

 最後にお諮りをいたします。 

 尺土駅前周辺整備事業に関する事項について、国鉄・坊城線整備事業に関する事項につい

て、行財政改革に関する事項について、及び公共バスの運行については、事業の進捗等に伴

い随時委員会を開催し、審査を必要とすることから、議長に対しそれぞれ閉会中の継続審査

の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

増田委員長 異議なしと認めます。よって、これら４件の調査事項につきましては、議長に対し、そ

れぞれ閉会中の継続審査の申し出をいたします。 
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 以上で本日の審査事項は全て終了をいたしました。 

 ここで、委員外議員からの発言の申し出があれば許可をいたします。 

 谷原議員。 

（谷原議員の発言あり） 

増田委員長 ほかにございませんか。 

 川村議員。 

（川村議員の発言あり） 

増田委員長 それでは、これをもちまして、総務建設常任委員会を閉会いたします。 

 委員の皆様方、それから、理事者の皆様方におかれましては、早朝よりご参集を賜りまし

た。また、たくさんのご意見を頂戴いたしまして、丁寧なご説明をいただきました。十分な

ご議論になった方もおられりゃ、もう少しというふうな委員の皆様もおられましたでしょう

が、今後とも、総務建設常任委員会、皆様方のご協力によりまして、この委員会が活発なご

意見で葛城市繁栄のために邁進してまいりたいと思いますので、今後ともよろしくご審議の

ほどをお願い申し上げておきたいというふうに思います。 

 それでは、これをもって総務建設常任委員会を閉会いたします。 

      閉 会 午後２時３３分 
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